






















発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ-１-１ 耐震設計の基本方針】(53／78) 

別紙４－１ 

再処理施設 発電炉 
備考 

基本設計方針 添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【記載箇所：2.1安全機能を有する施設の地盤に記載している内

容】 

Ｓクラスの施設及びそれらを支持する建物・構築物の地盤の

接地圧に対する支持力の許容限界については，自重及び運転時

の荷重等と基準地震動Ｓｓによる地震力との組み合わせによ

り算定される接地圧が，安全上適切と認められる規格及び基準

に基づく地盤の極限支持力度に対して，妥当な余裕を有するよ

う設計する。 

 

【記載箇所：2.2重大事故等対処施設の地盤に記載している内容】 

常設耐震重要重大事故等対処設備を支持する建物・構築物の

地盤の接地圧に対する支持力の許容限界については，自重及び

運転時の荷重等と基準地震動Ｓｓによる地震力との組み合わ

せにより算定される接地圧が，安全上適切と認められる規格及

び基準に基づく地盤の極限支持力度に対して，妥当な余裕を有

するよう設計する。 

 

【記載箇所：2.1安全機能を有する施設の地盤に記載している内

容】 

また，上記のうち，Ｓクラスの施設の建物・構築物の地盤に

あっては，自重及び運転時の荷重等と弾性設計用地震動Ｓｄに

よる地震力又は静的地震力との組み合わせにより算定される

接地圧について，安全上適切と認められる規格及び基準に基づ

く地盤の短期許容支持力度を許容限界とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 基礎地盤の支持性能 

a. Ｓクラスの建物・構築物，Ｓクラスの機器・配管系の基礎地盤 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) 基準地震動Ｓｓによる地震力との組合せに対する許容限界 

接地圧が，安全上適切と認められる規格及び基準による地盤の

極限支持力度に対して妥当な余裕を有することを確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) 弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又は静的地震力との組合せ

に対する許容限界 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e. 基礎地盤の支持性能 

(a) Ｓクラスの建物・構築物，Ｓクラスの機器・配管系，屋外

重要土木構造物，常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大

事故緩和設備が設置される重大事故等対処施設の建物・構築

物，機器・配管系，土木構造物，津波防護施設，浸水防止設備

及び津波監視設備並びに浸水防止設備又は津波監視設備が設置

された建物・構築物の基礎地盤 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ. 基準地震動Ｓｓによる地震力との組合せに対する許容限界 

接地圧が，安全上適切と認められる規格及び基準等による地

盤の極限支持力度に対して妥当な余裕を有することを確認す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロ. 弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又は静的地震力との組

合せに対する許容限界 

(屋外重要土木構造物，常設耐震重要重大事故防止設備又は常設

重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施設の建物・構

築物，機器・配管系，土木構造物，津波防護施設，浸水防止設

備及び津波監視設備並びに浸水防止設備又は津波監視設備が設

置された建物・構築物の基礎地盤を除く。) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 再処理施設では，「建

物・構築物」を建

物，構築物及び土木

構造物の総称とした

ことによる差異であ

り，新たに論点が生

じるものではない。 

 重大事故等対処施設

の内容については，

後次回で比較結果を

示す。 

 事業変更許可申請書

において，敷地に到達

する津波はないこと

を記載しているため，

当該事項に係る内容

は記載していない。 

 事業変更許可申請書

に合わせて記載した

基本設計方針に整合

させた表現としてお

り，記載の差異により

新たな論点が生じる

ものではない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 再処理施設では，「建

物・構築物」を建物，

構築物及び土木構造物

の総称としたことによ

る差異であり，新たに

論点が生じるものでは

ない。 

 再処理施設では，重大

事故等対処施設の土木

構造物はない。 

 再処理施設において

は，敷地高さに津波が

到達しないことを事業

変更許可申請書におい
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ-１-１ 耐震設計の基本方針】(54／78) 

別紙４－１ 

再処理施設 発電炉 
備考 

基本設計方針 添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【記載箇所：2.1安全機能を有する施設の地盤に記載している内

容】 

Ｂクラス及びＣクラスの施設の建物・構築物の地盤において

は，自重及び運転時の荷重等と，静的地震力及び動的地震力(Ｂ

クラスの共振影響検討に係るもの)との組合せにより算定され

る接地圧に対して，安全上適切と認められる規格及び基準に基

づく地盤の短期許容支持力度を許容限界とする。 

 

【記載箇所：2.2重大事故等対処施設の地盤に記載している内容】 

常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対

処設備を支持する建物・構築物及び機器・配管系の地盤におい

ては，自重及び運転時の荷重等と，静的地震力及び動的地震力

(Ｂクラスの施設の機能を代替する常設重大事故等対処設備の

共振影響検討に係るもの)との組合せにより算定される接地圧

に対して，安全上適切と認められる規格及び基準に基づく地盤

の短期許容支持力度を許容限界とする。 

 

 

 

 

接地圧に対して，安全上適切と認められる規格及び基準による

地盤の短期許容支持力度を許容限界とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Ｂクラス及びＣクラスの建物・構築物，機器・配管系の基礎地盤 

上記(3)a.(b)を適用する。 

 

 

 

 

 

接地圧に対して，安全上適切と認められる規格及び基準等に

よる地盤の短期許容支持力度を許容限界とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) Ｂクラス及びＣクラスの建物・構築物，機器・配管系及び

その他の土木構造物，常設耐震重要重大事故防止設備以外の常

設重大事故防止設備が設置される重大事故等対処施設の建物・

構築物，機器・配管系及び土木構造物の基礎地盤 

上記(a)ロ.による許容支持力度を許容限界とする。 

て記載しているため，

該当設備はない。 

 事業変更許可申請書

に合わせて記載した

基本設計方針に整合

させた表現としてお

り，記載の差異により

新たな論点が生じる

ものではない。 

 

 

 

 

 

 再処理施設では，「建

物・構築物」を建

物，構築物及び土木

構造物の総称とした

ことによる差異であ

り，新たに論点が生

じるものではない。 

 再処理施設では，重

大事故等対処施設の

土木構造物はない。 

 重大事故等対処施設

の内容については，

後次回で比較結果を

示す。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ-１-１ 耐震設計の基本方針】(76／78) 

別紙４－１ 

再処理施設 発電炉 
備考 

基本設計方針 添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１ 
  10.3 土木構造物(屋外重要土木構造物及びその他の土木構造物) 

土木構造物(屋外重要土木構造物及びその他の土木構造物)の

評価は，「4. 設計用地震力」で示す設計用地震力による適切な

応力解析に基づいた地震応力と，組み合わすべき他の荷重によ

る応力との組合せ応力が「5. 機能維持の基本方針」で示す許容

限界内にあることを確認すること(解析による設計)により行

う。 

屋外重要土木構造物については，構造物と地盤の相互作用を

考慮できる連成系の地震応答解析手法とし，地盤及び構造物の

地震時における非線形挙動の有無や程度に応じて，線形，等価

線形，非線形解析のいずれかにて行う。また，評価に当たって

は，材料物性のばらつきを適切に考慮する。 

・時刻歴応答解析法 

・FEM 等を用いた応力解析 

その他の土木構造物の評価手法は，JEAG4601に基づき実施す

ることを基本とする。 

屋外重要土木構造物の具体的な評価手法については，添付書類

「Ⅴ-２-２ 耐震設計上重要な設備を設置する施設の耐震性につ

いての計算書」及び添付書類「Ⅴ-２-３～Ⅴ-２-１０」の各申

請設備の耐震計算書に示す。また，水平２方向及び鉛直方向地

震力の組合せに関する影響評価については，添付書類「Ⅴ-２-

１２ 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価

結果」に示す。 

 

 

 

10.4 津波防護施設，浸水防止設備及び津波監視設備 

津波防護施設，浸水防止設備及び津波監視設備の評価は，「4. 

設計用地震力」で示す設計用地震力による適切な応力解析に基

づいた地震応力と，組み合わすべき他の荷重による応力との組

合せ応力が「5. 機能維持の基本方針」で示す許容限界内にある

ことを確認すること(解析による設計)により行う。 

津波防護施設，浸水防止設備及び津波監視設備については，防

潮堤，貯留堰，浸水防止蓋，逆流防止設備，潮位計，津波・構

内監視カメラ等，様々な構造形式がある。このため，これらの

施設・設備の評価は，それぞれの施設・設備に応じ，「10.1 建

物・構築物」，「10.2機器・配管系」，「10.3 土木構造物(屋外重

要土木構造物及びその他の土木構造物)」に示す手法に準じるこ

ととする。また，水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せに関

する影響評価については，添付書類「Ⅴ-２-１２ 水平２方向及

び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価結果」に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 事業変更許可申請

書において，敷地

に到達する津波は

ないことを記載し

ているため，当該

事項に係る内容は

記載していない。 

 

 

 

(71/78)頁へ 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ-１-１ 耐震設計の基本方針】(77／78) 

別紙４－１ 

再処理施設 発電炉 
備考 

基本設計方針 添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１ 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

第 10.1-1図 一関東評価用地震動(鉛直)の設計用応答スペクトル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 10.1-2図 一関東評価用地震動(鉛直)の加速度時刻歴波形 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

• 事業変更許可申請書

に合わせた記載とし

た。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ-１-１ 耐震設計の基本方針】(78／78) 

別紙４－１ 

再処理施設 発電炉 
備考 

基本設計方針 添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 10.1-3図 一関東評価用地震動（鉛直）に対して係数 0.5 を乗じた地震

動の設計用応答スペクトル 

 

 

 

 

 

 

 

第 10.1-4図 一関東評価用地震動（鉛直）に対して係数 0.5 を乗じた地震

動の加速度時刻歴波形 

 

 

• 事業変更許可申請書

に合わせた記載とし

た。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ-１-１-2 地盤の支持性能に係る基本方針】(1／39) 
別紙４－２ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－２ 添付書類Ⅴ－２－１－３ 
 Ⅳ－１－１－２ 地盤の支持性能に係る基本方針 

 

目 次 

  

1. 概要 

2. 基本方針 

3. 地盤の解析用物性値 

3.1  事業変更許可申請書に記載された解析用物性値 

3.2  事業変更許可申請書に記載されていない解析用物性値 

3.3  耐震評価における地下水位設定方針 

4. 地盤の支持力 

4.1  直接基礎の支持力度 

4.2  杭基礎の支持力 

 

 

 

 

 

5. 地質断面図 

6. 地盤の速度構造 

6.1  入力地震動策定に用いる地下構造モデル 

6.2  地震応答解析に用いる解析モデル 

 

Ⅴ－２－１－３ 地盤の支持性能に係る基本方針 

 

目 次 

 

1. 概要 

2. 基本方針 

3. 地盤の解析用物性値 

3.1  事業変更許可申請書に記載された解析用物性値 

3.2  事業変更許可申請書に記載されていない解析用物性値 

3.3  耐震評価における地下水位設定方針 

4. 地盤の支持力度 

4.1  直接基礎の支持力度 

4.2  杭基礎の支持力度 

4.3  地中連続壁基礎の支持力算定式 

 

 

 

4.4  杭の支持力試験について 

5. 地質断面図 

6. 地盤の速度構造 

6.1  入力地震動策定に用いる地下構造モデル 

6.2  地震応答解析に用いる浅部地盤の解析モデル 

 

 

 

 

 

 

7.地盤の液状化強度特性の代表性，網羅性及び保守性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・申請対象施設に

地中連続壁基礎

は存在しない。 

 

・杭基礎の支持力

評価については,

基礎指針 2001 に

よる杭基礎の支

持力算定式を用

いるため，杭の支

持力試験は実施

していない。 

 

・再処理施設では，

敷地全体のデー

タと液状化強度

試験に用いたデ

ータを比較し，液

状化しやすいデ

ータを用いてい

ることで代表性

及び網羅性があ

ることを確認し

ている。確認結果

については，補足

説明資料 耐震地

盤01（地盤の支持

性能について）と

して説明する。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ-１-１-2 地盤の支持性能に係る基本方針】(2／39) 
別紙４－２ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－２ 添付書類Ⅴ－２－１－３ 
 

2. 耐震設計の基本方針 

 
2.1  基本方針 

再処理施設の耐震設計は，安全機能を有する施設については，

地震により安全機能が損なわれるおそれがないことを目的と

し，「技術基準規則」に適合する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 概要 

本資料は，「Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針」のうち「2. 耐震設計の基

本方針｣に基づき，安全機能を有する施設の耐震安全性評価を実施するにあ

たり，評価対象施設を設置する地盤の物理特性，強度特性及び変形特性の地

盤物性値の設定並びに支持性能評価で用いる地盤諸元の基本的な考え方を

示したものである。 

 

 

 

 

 

重大事故等対処施設の基本方針については，重大事故等対処施設の申請に

合わせて次回以降に詳細を説明する。 

 

 

 

 

1. 概要 

本資料は，添付書類「Ｖ-2-1-1 耐震設計の基本方針の概要」

に基づき，設計基準対象施設並びに常設耐震重要重大事故防止

設備以外の常設重大事故防止設備，常設耐震重要重大事故防止

設備及び常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施

設（特定重大事故等対処施設を除く。）（以下「常設重大事故等対

処施設」という。）の耐震安全性評価を実施するに当たり，対象

施設を設置する地盤の物理特性，強度特性，変形特性等の地盤物

性値の設定及び支持性能評価で用いる地盤諸元の基本的な考え

方を示したものである。 

 

 

 

 

 

 

・重大事故等対処

施設については後

次回で比較結果を

示す。 

 

 

 

 

 

・基本設計方針に

基づいた記載とし

ており，記載の差

異により新たな論

点が生じるもので

はない。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ-１-１-2 地盤の支持性能に係る基本方針】(3／39) 
別紙４－２ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－２ 添付書類Ⅴ－２－１－３ 
【記載箇所：10.1 建物・構築物の基本方針に記載している内

容】 

建物・構築物の評価は，基準地震動Ｓｓ及び弾性設計用地

震動Ｓｄを基に設定した入力地震動に対する構造全体とし

ての変形，並びに地震応答解析による地震力及び「4. 設計

用地震力」で示す設計用地震力による適切な応力解析に基づ

いた地震応力と，組み合わすべき地震力以外の荷重により発

生する局部的な応力が，「5. 機能維持の基本方針」で示す

許容限界内にあることを確認すること（解析による設計）に

より行う。 

評価手法は，以下に示す解析法により JEAG4601 に基づき

実施することを基本とする。また，評価に当たっては，材料

物性のばらつき等を適切に考慮する。 

 

 

【記載箇所：5.1.5 許容限界に記載している内容】 

(3) 基礎地盤の支持性能 

ａ．Ｓクラスの建物・構築物，Ｓクラスの機器・配管系の基

礎地盤 

 

(a) 基準地震動Ｓｓによる地震力との組合せに対する許

容限界 

接地圧が，安全上適切と認められる規格及び基準

による地盤の極限支持力度に対して妥当な余裕を有

することを確認する。 

(b) 弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又は静的地震力

との組合せに対する許容限界 

接地圧に対して，安全上適切と認められる規格及

び基準による地盤の短期許容支持力度を許容限界と

する。 

 

重大事故等対処施設の基礎地盤については，重大事故

等対処施設の申請に合わせて次回以降に詳細を説明す

る。 

 

ｂ．Ｂクラス及びＣクラスの建物・構築物，機器・配管系の

基礎地盤 

 

上記(3)a.(b)を適用する。 

 

重大事故等対処施設の基礎地盤については，重大事故

等対処施設の申請に合わせて次回以降に詳細を説明す

る。 

 

 

 

 

                          

 

 

2. 基本方針 

安全機能を有する施設において，対象施設を設置する地盤の物理特性，強

度特性及び変形特性の地盤物性値については，各種試験に基づき，解析用物

性値として設定する。また，設定する解析用物性値は，全応力解析及び有効

応力解析に用いるものとし，必要に応じてそれぞれ設定する。全応力解析に

用いる解析用物性値は，事業変更許可申請書（添付書類四）に記載された値

を用いることを基本とする。事業変更許可申請書に記載されていない地盤の

解析用物性値は，新たに設定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対象施設を設置する地盤の地震時における支持性能の評価については，安

全機能を有する施設の耐震重要度分類に応じた地震力により地盤に作用す

る接地圧が，地盤の支持力度に対して，妥当な余裕を有することを確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 基本方針 

設計基準対象施設及び常設重大事故等対処施設において，対

象施設を設置する地盤の物理特性，強度特性，変形特性等の解析

用物性値については，各種試験に基づき設定する。また，全応力

解析及び有効応力解析等に用いる解析用物性値をそれぞれ設定

する。全応力解析に用いる解析用物性値は，設置変更許可申請書

（添付書類六）に記載した値を用いることを基本とする。有効応

力解析に用いる解析用物性値は，工事計画認可申請において新

たに設定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対象設備を設置する地盤の地震時における支持性能評価につ

いては，設計基準対象施設及び常設重大事故等対処施設の耐震

重要度分類又は施設区分に応じた地震力により地盤に作用する

接地圧が地盤の極限支持力に基づく許容限界＊以下であること

を確認する。 

注記 ＊：妥当な安全余裕を持たせる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 重大事故等対

処施設につい

ては後次回申

請以降に示す。 

 

・ 再処理施設で

は有効応力解

析に限らず，全

応力解析に用

いる解析用物

性値について

も設工認にて

新たに設定す

る。 

 

 

 

 

 

 

・ 重大事故等対

処施設につい

ては後次回申

請以降に示す。 

・ 短期許容支持

力度を含める

ため，支持力度

とした。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ-１-１-2 地盤の支持性能に係る基本方針】(4／39) 
別紙４－２ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－２ 添付書類Ⅴ－２－１－３ 
【記載箇所：2.2 準拠規格に記載している内容】 

準拠する規格としては，既に認可された設計及び工事の方

法の認可申請書の添付書類（以下「既設工認」という。）で

適用実績のある規格の他，最新の規格基準についても技術的

妥当性及び適用性を示した上で当該規格に準拠する。なお，

規格基準に規定のない評価手法等を用いる場合は，既往研究

等において試験，研究等により妥当性が確認されている手

法，設定等について，適用条件及び適用範囲に留意し，その

適用性を確認した上で用いる。 

 

既設工認又は先行発電炉において実績のある主要な準拠

規格を以下に示す。 

 

（中略） 

・建築基礎構造設計指針（（社）日本建築学会，2001 改定） 

 

（中略） 

・地盤工学会基準（JGS1521-2003）地盤の平板載荷試験方

法 

 

支持地盤の支持力度は，地盤工学会基準（JGS 1521-2003）地盤の平板載

荷試験方法，又は建築基礎構造設計指針（日本建築学会，2001）（以下「基礎

指針2001」という。）の支持力算定式に基づき，対象施設の支持地盤の室内試

験結果から算定する方法から設定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

杭基礎の押込み力に対する支持力評価には，杭先端の支持岩盤の支持力並

びに杭周面地盤の改良地盤及び支持岩盤への杭根入れ部分の杭周面摩擦力

により算定される極限支持力を考慮する。 

 

 

 

 

 

 

 

杭基礎の引抜き力に対する支持力評価には，杭周面地盤の改良地盤及び支

持岩盤への杭根入れ部分の杭周面摩擦力により算定される極限支持力を考

慮する。 

 

 

 

極限支持力は，道路橋示方書（Ⅰ共通編・Ⅳ下部構造編）・同

解説（日本道路協会，平成14年3 月）（以下「道路橋示方書」と

いう。）及び建築基礎構造設計指針（日本建築学会，2001）（以下

「基礎指針」という。）の支持力算定式に基づき，対象施設の支

持岩盤の室内試験結果（せん断強度）等より設定する。また，杭

の支持力試験を実施している場合は，極限支持力を支持力試験

から設定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

杭基礎の押込み力に対する支持力評価において，原地盤の地

盤物性を考慮した耐震設計で保守的に配慮した支持力評価を行

う場合，及び豊浦標準砂の液状化強度特性により強制的に液状

化させることを仮定した耐震設計を行う場合は，第四系の杭周

面摩擦力を支持力として考慮せず，杭先端の支持岩盤への接地

圧に対する支持力評価を行うことを基本とする。ただし，杭を根

入れした岩盤及び岩着している地盤改良体とその上方の非液状

化層が連続している場合は，その杭周面摩擦力を支持力として

考慮する。 

 

杭基礎の引抜き力に対する支持力評価において，原地盤の地

盤物性を考慮した耐震設計で保守的に配慮した支持力評価を行

う場合，及び豊浦標準砂の液状化強度特性により強制的に液状

化させることを仮定した耐震設計を行う場合は，第四系の杭周

面摩擦力を支持力として考慮せず，新第三系（久米層）の杭周面

摩擦力により算定される極限支持力を考慮することを基本とす

る。ただし，杭周面地盤に地盤改良体がある場合は，その杭周面

摩擦力を支持力として考慮する。 

 

・適用する基準の

差異。 

・当該建物・構築物

において地盤の

平板載荷試験を

実施している場

合は，その試験結

果を適用する。ま

た，平板載荷試験

を実施していな

い場合は基礎指

針2001 の岩石強

度試験による支

持力算定式を適

用し，規格基準に

規定のない評価

手法等は適用し

ない。 

・杭の支持力試験

は，支持力評価に

て基礎指針 2001

による杭基礎の

支持力算定式を

用いるため，実施

していない。 

 

 

・再処理施設の杭

基礎は第四系の

杭周面地盤を改

良地盤にて置換

しているため，そ

の杭周面摩擦力

を合わせて考慮

することを前提

としている。 

 

・再処理施設の杭

基礎は第四系の

杭周面地盤を改

良地盤にて置換

しているため，そ

の杭周面摩擦力

を合わせて考慮

することを前提

としている。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ-１-１-2 地盤の支持性能に係る基本方針】(5／39) 
別紙４－２ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－２ 添付書類Ⅴ－２－１－３ 
【記載箇所：10.1 建物・構築物の基本方針に記載している内

容】 

建物・構築物の評価は，基準地震動Ｓｓ及び弾性設計用地

震動Ｓｄを基に設定した入力地震動に対する構造全体とし

ての変形，並びに地震応答解析による地震力及び「4. 設計

用地震力」で示す設計用地震力による適切な応力解析に基づ

いた地震応力と，組み合わすべき地震力以外の荷重により発

生する局部的な応力が，「5. 機能維持の基本方針」で示す

許容限界内にあることを確認すること（解析による設計）に

より行う。 

評価手法は，以下に示す解析法により JEAG4601 に基づき

実施することを基本とする。また，評価にあたっては，材料

物性のばらつき等を適切に考慮する。 

 
【記載箇所：2.2 準拠規格に記載している内容】 

準拠する規格としては，既に認可された設計及び工事の方

法の認可申請書の添付書類（以下「既設工認」という。）で

適用実績のある規格の他，最新の規格基準についても技術的

妥当性及び適用性を示した上で当該規格に準拠する。なお，

規格基準に規定のない評価手法等を用いる場合は，既往研究

等において試験，研究等により妥当性が確認されている手

法，設定等について，適用条件及び適用範囲に留意し，その

適用性を確認した上で用いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 地盤の解析用物性値 

3.1 事業変更許可申請書に記載された解析用物性値 

事業変更許可申請書に記載された解析用物性値一覧表を第 3-1 表及び第

3-1 図に，設定根拠を第 3-2 表に示す。事業変更許可申請書に記載された解

析用物性値については，原位置試験及び室内試験から得られた各種物性値を

基に設定した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 地盤の解析用物性値 

3.1 設置変更許可申請書に記載された解析用物性値 

全応力解析に用いる解析用物性値として，設置変更許可申請

書に記載された解析用物性値を表3-1及び図3-1～図3-10に，設

定根拠を表3-2 に示す。設置変更許可申請書に記載された解析

用物性値については，原位置試験及び室内試験から得られた各

種物性値を基に設定した。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ-１-１-2 地盤の支持性能に係る基本方針】(6／39) 
別紙４－２ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－２ 添付書類Ⅴ－２－１－３ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                

 

 

 
                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・事業変更許可に

記載されている

解析用物性値を

記載しており，地

盤の対象もプラ

ント固有の差異

である。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ-１-１-2 地盤の支持性能に係る基本方針】(10／39) 
別紙４－２ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－２ 添付書類Ⅴ－２－１－３ 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ-１-１-2 地盤の支持性能に係る基本方針】(11／39) 
別紙４－２ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－２ 添付書類Ⅴ－２－１－３ 
 

 
 

第 3-1 図（１） 変形特性のひずみ依存性（凝灰岩[Ttf]） 

 

 
 

第 3-1 図（２） 変形特性のひずみ依存性（軽石凝灰岩[Tpt]） 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ-１-１-2 地盤の支持性能に係る基本方針】(12／39) 
別紙４－２ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－２ 添付書類Ⅴ－２－１－３ 
 

 
 

第3-1図（３） 変形特性のひずみ依存性（砂質軽石凝灰岩[Tspt]） 

 

 
 

第 3-1 図（４） 変形特性のひずみ依存性（泥岩(上部層)[Tmss]） 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ-１-１-2 地盤の支持性能に係る基本方針】(13／39) 
別紙４－２ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－２ 添付書類Ⅴ－２－１－３ 
 

 
 

第 3-1 図（５） 変形特性のひずみ依存性（泥岩(下部層)[Tms]） 

 

 
 

第 3-1 図（６） 変形特性のひずみ依存性（細粒砂岩[Tfs]） 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ-１-１-2 地盤の支持性能に係る基本方針】(14／39) 
別紙４－２ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－２ 添付書類Ⅴ－２－１－３ 
 

 
 

第 3-1 図（７） 変形特性のひずみ依存性（凝灰質砂岩[Tts]） 

 

 
 

第 3-1 図（８） 変形特性のひずみ依存性（軽石質砂岩[Tpps]） 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ-１-１-2 地盤の支持性能に係る基本方針】(15／39) 
別紙４－２ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－２ 添付書類Ⅴ－２－１－３ 
 

 
 

第 3-1 図（９） 変形特性のひずみ依存性（粗粒砂岩[Tcs]） 
 

 
 

第 3-1 図（10） 変形特性のひずみ依存性（砂岩・凝灰岩互層[Talst]） 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ-１-１-2 地盤の支持性能に係る基本方針】(16／39) 
別紙４－２ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－２ 添付書類Ⅴ－２－１－３ 
 

 
 

第 3-1 図（11） 変形特性のひずみ依存性（礫混り砂岩[Tss]） 
 

 
 

第 3-1 図（12） 変形特性のひずみ依存性（軽石混り砂岩[Tps]） 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ-１-１-2 地盤の支持性能に係る基本方針】(17／39) 
別紙４－２ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－２ 添付書類Ⅴ－２－１－３ 
 

 
 

第 3-1 図（13） 変形特性のひずみ依存性（礫岩[Tcg]） 
 

 
 

第 3-1 図（14） 変形特性のひずみ依存性（砂岩・泥岩互層[Talsm]） 
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盤の対象もプラ

ント固有の差異

である。なお，動

的変形特性と減

衰特性を分割し

て表示している

が，記載項目は同

じである。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ-１-１-2 地盤の支持性能に係る基本方針】(18／39) 
別紙４－２ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－２ 添付書類Ⅴ－２－１－３ 
 

 
 

第 3-1 図（15） 変形特性のひずみ依存性（ｆ－１断層） 
 

 
 

第 3-1 図（16） 変形特性のひずみ依存性（ｆ－２断層） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・事業変更許可に

記載されている

解析用物性値を

記載しており，地

盤の対象もプラ

ント固有の差異

である。なお，動

的変形特性と減

衰特性を分割し

て表示している

が，記載項目は同

じである。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ-１-１-2 地盤の支持性能に係る基本方針】(19／39) 
別紙４－２ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－２ 添付書類Ⅴ－２－１－３ 
 

 
 

第 3-1 図（17） 変形特性のひずみ依存性（風化岩） 
 

 

 
 

第 3-1 図（18） 変形特性のひずみ依存性（新第三系鮮新統[PP1]） 
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ント固有の差異

である。なお，動
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て表示している

が，記載項目は同
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ-１-１-2 地盤の支持性能に係る基本方針】(20／39) 
別紙４－２ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－２ 添付書類Ⅴ－２－１－３ 
 

 
 

第 3-1 図（19） 変形特性のひずみ依存性（第四系下部～中部更新統(六ヶ所

層)[PP2]） 

 

 

 
 

第 3-1 図（20） 変形特性のひずみ依存性（第四系中部更新統～完新統

[PH]） 
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盤の対象もプラ
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である。なお，動

的変形特性と減
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て表示している

が，記載項目は同

じである。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ-１-１-2 地盤の支持性能に係る基本方針】(21／39) 
別紙４－２ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－２ 添付書類Ⅴ－２－１－３ 
 

 
 

第 3-1 図（21） 変形特性のひずみ依存性（造成盛土[fl]） 
 

 

 
 

第 3-1 図（22） 変形特性のひずみ依存性（埋戻し土[bk]） 
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である。なお，動
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て表示している

が，記載項目は同

じである。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ-１-１-2 地盤の支持性能に係る基本方針】(22／39) 
別紙４－２ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－２ 添付書類Ⅴ－２－１－３ 
 

 
第 3-1 図（23） 変形特性のひずみ依存性（流動化処理土Ａ） 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ-１-１-2 地盤の支持性能に係る基本方針】(23／39) 
別紙４－２ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－２ 添付書類Ⅴ－２－１－３ 
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動
ポ
ア

ソ
ン

比
PS
検

層
に

よ
る

V
p
及
び

Vs
か

ら
算
出

正
規
化

せ
ん

断
弾

性
係

数
減
衰
率

の
ひ

ず
み

依
存

性
繰
返

し
三

軸
試

験
繰
返

し
単

純
せ

ん
断
試

験
繰

返
し

三
軸

試
験

区
 
分

物
理

特
性

湿
潤

密
度

湿
潤

密
度

試
験

強 度 特 性

非
排

水
せ

ん
断

強
度

三
軸

圧
縮

試
験

非
排

水
せ

ん
断

強
度

三
軸

圧
縮

試
験

鷹
架

層

第
3
-2

表
 

事
業

変
更

許
可

申
請

書
に

記
載

さ
れ

た
解

析
用

物
性

値
の

設
定

根
拠

 

注
記

 
Vs

：
S
波

速
度

，
V
p：

P
波

速
度
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ-１-１-2 地盤の支持性能に係る基本方針】(24／39) 
別紙４－２ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－２ 添付書類Ⅴ－２－１－３ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【記載箇所：2.1.（1）安全機能を有する施設に記載している

内容】 

g. （中略） 

耐震重要施設については，周辺地盤の変状により，その

安全機能が損なわれるおそれがない設計とする。 

 

また，耐震重要施設のうちその周辺地盤の液状化のお

それがある施設は，その周辺地盤の液状化を考慮した場

合においても，支持機能及び構造健全性が確保される設

計とする。 

 

これらの地盤の評価については，「Ⅳ－１－１－２ 地

盤の支持性能に係る基本方針」に示す。 

 

【記載箇所：10.1 建物・構築物に記載している内容】 

建物・構築物の動的解析にて，地震時の地盤の有効応力の

変化に応じた影響を考慮する場合は，有効応力解析を実施す

る。有効応力解析に用いる液状化強度特性は，敷地の原地盤

における代表性及び網羅性を踏まえた上で保守性を考慮し

て設定する。 

 

 

3.2 事業変更許可申請書に記載されていない解析用物性値 

事業変更許可申請書に記載されていない解析用物性値の一覧表を第3-3表

に，設定根拠を第 3-4 表に示す。 

なお，地盤の物理的及び力学的特性は，日本産業規格（JIS）又は地盤工学

会（JGS）の基準に基づいた試験の結果から設定することとした。 

また，今回申請対象施設以外の解析用物性値については，当該施設の申請

時において示す。 

 

3.2.1 全応力解析に用いる解析用物性値 

建物・構築物の地震応答解析に用いる解析用物性値については，地盤の実

態を考慮し，直下又は近傍のボーリング結果に基づき設定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2 有効応力解析に用いる解析用物性値 

建物・構築物の動的解析において，地震時における地盤の有効応力の変化

に応じた影響を考慮する場合は，有効応力解析を実施する。 

 

地盤の液状化強度特性は，代表性及び網羅性を踏まえた上で保守性を考慮

し，包絡値に設定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 設置変更許可申請書に記載されていない解析用物性値 

設置変更許可申請書に記載されていない解析用物性値を表3-

3～表3-5 に，その設定根拠を表3-6～表3-8 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.1 有効応力解析に用いる解析用物性値 

建物・構築物の動的解析において，地震時における地盤の有効

応力の変化に応じた影響を考慮する場合は，有効応力解析を実

施する。 

地盤の液状化強度特性は，代表性及び網羅性を踏まえた上で

保守性を考慮し，原地盤の液状化強度試験データの最小二乗法

による回帰曲線と，その回帰係数の自由度を考慮した不偏分散

に基づく標準偏差σを用いて，液状化強度を「回帰曲線－1σ」

にて設定することを基本とする。 

 

 

 

 

 

また，構造物への地盤変位に対する保守的な配慮として，地盤

を強制的に液状化させることを仮定した影響を考慮する場合

は，原地盤よりも十分に小さい液状化強度特性（敷地に存在しな

い豊浦標準砂の液状化強度特性）を設定する。 

設置変更許可申請書における解析物性値は全応力解析用に設

定しているため，液状化検討対象層の物理的及び力学的特性か

ら，各層の有効応力解析に必要な物性値を設定する。 

 

 

 

なお，地盤の物理的及び力学的特性は，日本工業規格（JIS）

又は地盤工学会（JGS）の基準に基づいた試験の結果から設定す

ることとした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・再処理施設では

有効応力解析の

他，全応力解析に

用いる解析用物

性値についても

設工認にて新た

に設定する。本内

容については，

「補足説明資料

【耐震建物08】地

震応答解析に用

いる地盤モデル

及び地盤物性値

の設定について」

に示す。 

 

 

・保守性に対する

設定方法の差異

であり，地盤の剛

性変化を踏まえ

たうえで包絡値

に設定している

ことから問題な

い。 

 

・再処理施設では，

有効応力解析に

用いる液状化強

度特性は，敷地の

原地盤における

代表性及び網羅

性を踏まえた上

で保守性を考慮

して設定する方

針であり，地盤を

強制的に液状化

させることを仮

定した影響は考

慮しないため，記

載しない。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ-１-１-2 地盤の支持性能に係る基本方針】(25／39) 
別紙４－２ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－２ 添付書類Ⅴ－２－１－３ 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2 強制的に液状化させることを仮定した有効応力解析に用

いる解析用物性値 

施設の耐震評価においては，敷地に存在しない豊浦標準砂の

液状化強度特性により地盤を強制的に液状化させることを仮定

した解析ケースを設定する場合がある。 

豊浦標準砂の液状化強度特性は，文献（CYCLIC UNDRAINED 

TRIAXIAL STRENGTH OF SAND BY A COOPERATIVE TEST 

PROGRAM[Soils and Foundations,JSSMFE.26-3.(1986)]）から引

用した相対密度73.9～82.9％の豊浦標準砂の液状化強度試験デ

ータに対し，それらを全て包含する「ＦＬＩＰ＊」の液状化特性

を設定する。 

なお，豊浦標準砂は，山口県豊浦で産出される天然の珪砂であ

り，敷地には存在しないものである。豊浦標準砂は，淡黄色の丸

みのある粒から成り，粒度が揃い均質で非常に液状化しやすい

特性を有していることから，液状化強度特性に関する研究及び

それに伴う実験などで多く用いられている。 

注記 ＊：有効応力解析コード「ＦＬＩＰ（Finite element 

analysis of Liquefaction Program）」は，1988年に運輸省港湾

技術研究所（現，（独）港湾空港技術研究所）において開発され

た平面ひずみ状態を対象とする有効応力解析法に基づく2 次元

地震応答解析プログラムである。 

 

 

・再処理施設では，

有効応力解析に

用いる液状化強

度特性は，敷地の

原地盤における

代表性及び網羅

性を踏まえた上

で保守性を考慮

して設定する方

針であり，地盤を

強制的に液状化

させることを仮

定した影響は考

慮しないため，記

載しない。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ-１-１-2 地盤の支持性能に係る基本方針】(26／39) 
別紙４－２ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－２ 添付書類Ⅴ－２－１－３ 
 

 

 

 

【記載箇所：2.1.（1）安全機能を有する施設に記載している

内容】 

g. （中略） 

建物・構築物の基礎地盤として置き換えるマンメイドロッ

ク（以下「MMR」という。）については，基盤面及び周辺地盤

の掘削に対する不陸整正及び建物・構築物が MMR を介して

鷹架層に支持されることを目的とする。そのため，直下の鷹

架層と同等以上の支持性能を有する設計とし，接地圧に対す

る支持性能評価においては鷹架層の支持力を適用する。 

これらの地盤の評価については，添付書類「Ⅳ－１－１－

２ 地盤の支持性能に係る基本方針」に示す。 

3.2.3 その他の解析用物性値 

 

 

 

 

 

 (1)MMR 

MMR（コンクリート）については，「原子力施設鉄筋コンクリート構造計算

規準・同解説（（社）日本建築学会，2005 年）」及び「原子力発電所耐震設計

技術指針 JEAG4601-1987（（社）日本電気協会）」に基づき，解析用物性値を

設定する。 

 

 

 

 

 

 (2)改良地盤 

改良地盤については，原位置試験及び室内試験に基づき解析用物性値を設

定する。 

また，「3.1 事業変更許可申請書に記載された解析用物性値」における流

動化処理土を含め，改良地盤は非液状化層とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.3 その他の解析用物性値 

(1) 捨石 

捨石については，「港湾構造物設計事例集（（財）沿岸技術研究

センター，平成19 年3月）」に基づき，表3-3 のとおり解析用物

性値を設定する。 

 

(2) 人工岩盤（コンクリート） 

人工岩盤（コンクリート）については，「原子力施設鉄筋コン

クリート構造計算規準・同解説（日本建築学会，2005）」に基づ

き，表3-4 のとおり解析用物性値を設定する。 

 

 

 

 

 

 

(3) 地盤改良体 

地盤改良体（セメント改良）については，既設改良体又は既設

改良体を模擬した再構成試料による試験結果及び文献（地盤工

学への物理探査技術の適用と事例（地盤工学会，2001 年），わか

りやすい土木技術ジェットグラウト工法（鹿島出版社 柴崎他，

1983 年））等を参考に表3-5 のとおり解析用物性値を設定する。 

また，地盤改良体（薬液注入）については，改良対象の原地盤

の解析用物性値と同等の物性値を用いるとともに，非液状化層

とする。 

なお，上記物性値とは別に，地盤改良試験施工を実施する主排

気筒，非常用ガス処理系配管支持架構及び緊急時対策所建屋に

おける地盤改良体（セメント改良）の解析用物性及びばらつきの

設定については，各対象施設近傍にて実施した地盤改良試験施

工結果を用いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・申請対象施設の

周辺地盤に設計

上考慮すべき捨

石は存在してい

ない。 

 

・MMRは準拠する文

献が異なるが，同

様の考慮を行っ

ている。 

 

 

 

 

 

 

・改良地盤は，目的

別に複数設定さ

れているが，第 1

回申請対象とな

る安全冷却水Ｂ

冷却塔の周囲に

施工した改良地

盤の解析用物性

値を記載し、今回

申請対象施設以

外のものについ

ては当該施設の

申請時に示す。 

・安全冷却水Ｂ冷

却塔の改良地盤

の解析用物性値

は試験結果をも

とに設定してい

るため，文献によ

る設定としてい

ない。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ-１-１-2 地盤の支持性能に係る基本方針】(27／39) 
別紙４－２ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－２ 添付書類Ⅴ－２－１－３ 
 

第 3-3 表（１） 事業変更許可申請書に記載されていない解析用物性値 

（液状化検討対象層） 

 

 
 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・再処理施設では，

許可に記載され

ていない解析用

物性値の液状化

検討対象層につ

いて，埋戻し土が

該当し，地盤物性

の違いはプラン

ト固有の差異で

ある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

湿潤密度
ρt

(g/cm3)

間隙率 n

粘着力
C u’
(kPa)

内部摩擦角
φ u’
(°)

S波速度
Vs

（m/s）

動せん断
弾性係数

Ｇ ma

(kPa)

基準化拘束圧
σ' ma

(kPa)

ポアソン比 ν

履歴減衰
上限値

h max

変相角 φp

w 1

p 1

p 2

c 1

S 1

変形
特性

変形
特性

34.0

10.3

1.81

0.005

0.5

液状化
パラメータ

1.0

273

52.3

1.26×10
5

0.171

0.33

区 分
埋戻し土

bk

1.82＋0.0028Ｄ物理
特性

強度
特性

0

0.46

39.7
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ-１-１-2 地盤の支持性能に係る基本方針】(28／39) 
別紙４－２ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－２ 添付書類Ⅴ－２－１－３ 
 

第 3-3 表（２） 事業変更許可申請書に記載されていない解析用物性値 

（非液状化層） 

 
G：動せん断弾性係数（N/mm2），τ：せん断応力（N/mm2） 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・再処理施設では，

許可に記載され

ていない解析用

物性値を示すう

えで，対象は改良

地盤及び MMR が

該当し，地盤物性

の違いはプラン

ト固有の差異で

ある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

単位体積
重量

γt

(kN/m
3
)

初期せん断
弾性係数

Ｇ 0

(N/mm2)

動ポア
ソン比

νd

区 分 改良地盤B

MMR（コンクリート）

（設計基準強度　14.7N/mm2）

物理
特性

16.9 23.0

動的
変形
特性

1,100 8,021

0.33 0.20

正規化せん
断弾性係数

Ｇ/Ｇ 0
1

－
1＋0.4730(τ/0.001056/G0)

0.7120

減衰率 ｈ
2･0.7120(1-G/GO)

0.05
π(0.7120＋2)
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ-１-１-2 地盤の支持性能に係る基本方針】(29／39) 
別紙４－２ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－２ 添付書類Ⅴ－２－１－３ 
第 3-4 表（１） 事業変更許可申請書に記載されていない解析用物性値の設定

根拠 

（液状化検討対象層） 

 
※：液状化による構造物被害予測プログラム FLIP において必要な各種パラ

メタの簡易設定法，港湾技研資料 No.869（運輸省港湾技研研究所，1997

年） 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・再処理施設では，

許可に記載され

ていない解析用

物性値の設定根

拠を示すうえで，

対象は埋戻し土

が該当し，地盤物

性の設定の違い

はプラント固有

の差異である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

湿潤密度
ρt

(g/cm3)

間隙率 n

粘着力
C u’
(kPa)

内部摩擦角
φ u’
(°)

S波速度
Vs

（m/s）

動せん断
弾性係数

Ｇ ma

(kPa)

基準化拘束圧
σ' ma

(kPa)

ポアソン比 ν

履歴減衰
上限値

h max

変相角 φp

w 1

p 1

p 2

c 1

S 1

変形
特性

PS検層結果（平均値）

PS検層によるS波速度，
密度に基づき設定

PS検層実施範囲の平均値を設定

慣用値
※

動的変形特性に
基づき設定

変形
特性 液状化

パラメータ

液状化試験結果に基づく
要素シミュレーション

により設定

区 分
埋戻し土

bk

物理
特性

強度
特性

物理試験に基づき設定

三軸圧縮試験
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ-１-１-2 地盤の支持性能に係る基本方針】(30／39) 
別紙４－２ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－２ 添付書類Ⅴ－２－１－３ 
第 3-4 表（２） 事業変更許可申請書に記載されていない解析用物性値の設定

根拠 

（非液状化層） 

 
Vs：S 波速度，Vp：P波速度 

＊1：原子力施設鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説 

（（社）日本建築学会，2005 年） 

＊2：原子力発電所耐震設計技術指針 JEAG4601-1987 

（（社）日本電気協会） 
                                  

 

 

 

 

 

 

 

・再処理施設では，

許可に記載され

ていない解析用

物性値の設定根

拠を示すうえで，

対象は改良地盤

及び MMR が該当

する。地盤物性の

設定の違いはプ

ラント固有の差

異である。 

 

 

 

 

 

 

 

区 分 改良地盤B

MMR（コンクリート）

（設計基準強度　14.7N/mm2）

物理
特性

単位体積重量 湿潤密度試験 RC-N規準
＊1
に基づき

設計基準強度により設定

動的
変形
特性

初期せん断
弾性係数

　Vsの設計値及び
単位体積重量から算出

RC-N規準＊1に基づき
設計基準強度により設定

動ポアソン比
超音波速度測定による

Vp及びVsから算出 RC-N規準
＊1

に基づき設定

正規化せん
断弾性係数

繰返し三軸試験 －

減衰率 繰返し三軸試験 JEAG＊2の減衰定数
に基づき設定
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ-１-１-2 地盤の支持性能に係る基本方針】(31／39) 
別紙４－２ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－２ 添付書類Ⅴ－２－１－３ 
 

【記載箇所：6. 構造計画と配置計画に記載している内容】 

また，耐震設計において地下水位の低下を期待する建

物・構築物は，周囲の地下水を排水し，基礎スラブ底面レ

ベル以深に地下水位を維持できるよう地下水排水設備(サブ

ドレンポンプ，水位検出器等)を設置する。 

 

【記載箇所：10.1 建物・構築物に記載している内容】 

建物・構築物の耐震評価においては，地下水排水設備によ

る地下水位の低下を考慮し，設計用地下水位を基礎スラブ上

端レベルに設定する。また，地下水位を基礎スラブ以深に維

持することから，地下水圧のうち側面からの圧力は考慮しな

いこととするが，揚圧力については考慮することとする。 

 

 

3.3 耐震評価における地下水位設定方針 

 

建物・構築物の耐震評価においては，周囲の地下水位の状況を踏まえた地

下水位を設定する。地下水位の設定にあたり，地下水による建物・構築物へ

与える影響を低減させることを目的として地下水排水設備を設置している

ため，地下水排水設備に囲まれている建物・構築物と地下水排水設備の外側

に配置される建物・構築物に区分して設定する。 

 

(1)地下水排水設備に囲まれている建物・構築物 

建物・構築物の耐震評価において，地下水排水設備に囲まれている建物・

構築物については，基礎スラブ下端より深い位置に設置されている地下水排

水設備の排水による地下水位の低下を考慮し，設計用地下水位を基礎スラブ

上端レベルに設定する。 

 

 

 

(2)地下水排水設備の外側に配置される建物・構築物 

建物・構築物の耐震評価において，地下水排水設備の外側に配置される建

物・構築物の設計用地下水位は，耐震設計上安全側となるように地表面に設

定する。 

 

 

3.3 耐震評価における地下水位設定方針 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 建物・構築物の耐震評価における地下水位設定方針 

建物・構築物の耐震評価においては，敷地における将来の防潮

堤設置による地下水位上昇の可能性を踏まえ，地下水位を地表

面に設定する。ただし，原子炉建屋の地下水位については，原子

炉建屋地下排水設備を設置することにより，地下水位を原子炉

建屋基礎盤底面レベル以深に維持しているため，地下水位は原

子炉建屋の基礎盤底面レベルより低い位置に設定する。 

 

(2) 土木構造物（津波防護施設等を含む）の耐震評価における

地下水位設定方針 

土木構造物の耐震評価においては，敷地における将来の防潮

堤設置による地下水位上昇の可能性を踏まえ，地下水位を地表

面に設定する。 

 

・敷地における将

来の防潮堤等設

置による地下水

位上昇の可能性

はない。また，発

電炉と同様に地

下水排水設備の

影響を考慮した

地下水位設定方

針であるが，地下

水排水設備との

位置関係による

設定としている。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ-１-１-2 地盤の支持性能に係る基本方針】(32／39) 
別紙４－２ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－２ 添付書類Ⅴ－２－１－３ 
【記載箇所：2.2 準拠規格に記載している内容】 

準拠する規格としては，既に認可された設計及び工事の方

法の認可申請書の添付書類（以下「既設工認」という。）で

適用実績のある規格の他，最新の規格基準についても技術的

妥当性及び適用性を示した上で当該規格に準拠する。なお，

規格基準に規定のない評価手法等を用いる場合は，既往研究

等において試験，研究等により妥当性が確認されている手

法，設定等について，適用条件及び適用範囲に留意し，その

適用性を確認した上で用いる。 

 

既設工認又は先行発電炉において実績のある主要な準拠

規格を以下に示す。 

 

（中略） 

・建築基礎構造設計指針（（社）日本建築学会，2001 改定） 

 

（中略） 

・地盤工学会基準（JGS1521-2003）地盤の平板載荷試験方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 地盤の支持力 

地盤の極限支持力は，地盤工学会基準（JGS 1521-2003）地盤の平板載荷

試験方法，又は基礎指針 2001 の支持力算定式に基づき設定する。なお，直

接基礎の短期許容支持力度については，算定された極限支持力度の 2/3 倍と

して設定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 直接基礎の支持力度 

直接基礎の支持力度については，当該施設直下の地盤を対象とした試験結

果を適用することを基本とする。安全冷却水Ｂ冷却塔の直接基礎の支持力度

については，平成 11 年３月 29 日付け 11 安（核規）第 163 号にて認可を受

けた設工認申請書に係る使用前検査成績書における岩石試験結果を用いて，

以下に示す基礎指針 2001 による算定式に基づき設定する。 

MMR については，鷹架層と同等以上の力学特性を有することから，鷹架層

の極限支持力度を適用する。 

なお，今回申請対象施設以外の支持力度の設定については，当該施設の申

請時において示す。 

 

 

 

 

 

・基礎指針 2001 による極限支持力算定式 

qｕ＝iｃ・α・c・Nｃ＋iｒ・β・γ1・B・η・Nｒ＋iｑ・γ2・Dｆ・Nｑ 

 

qｕ： 単位面積あたりの極限鉛直支持力度（kN/m2） 

Nｃ，Nγ，Nｑ： 支持力係数 

c： 支持地盤の粘着力（kN/m2） 

γ1： 支持地盤の単位体積重量（kN/m3） 

γ2： 根入れ部分の土の単位体積重量（kN/m3） 

（γ1，γ2には，地下水位以下の場合には水中単位体積

重量を用いる） 

α，β： 基礎の形状係数 

η： 基礎の寸法効果による補正係数 

iｃ，iγ，iｑ： 荷重の傾斜に対する補正係数 

B： 基礎幅（m） 

Dｆ： 根入れ深さ（m） 

 

 

4. 極限支持力 

極限支持力は，道路橋示方書及び基礎指針の支持力算定式に

基づき，対象施設の岩盤の室内試験結果（せん断強度）等より設

定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 直接基礎及びケーソン基礎の支持力算定式 

道路橋示方書及び基礎指針による直接基礎の支持力算定式を

以下に示す。 

 

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

・適用する基準の

差異。再処理施設

の支持力度の算

定においては，地

盤工学会基準の

平板載荷試験又

は基礎指針 2001

の岩石強度試験

による支持力算

定式を適用し，規

格基準に規定の

ない評価手法等

は適用しない。ま

た，短期許容支持

力度の設定につ

いて記載した。 

 

・申請対象施設に

ケーソン基礎は

存在しない。 

・当該建物・構築物

の設置箇所にお

ける試験結果よ

りエンドースさ

れ た 基 礎 指 針

2001 に基づき極

限支持力度を算

定する。 

・MMRについては岩

盤以上の強度を

有する設計とす

るため，岩盤の極

限支持力度を適

用する。 

 

・発電炉に記載の

支持力算定式の

うち道路橋示方

書に基づく算定

式については，再

処理施設に該当

しないため，記載

を省略する。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ-１-１-2 地盤の支持性能に係る基本方針】(33／39) 
別紙４－２ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－２ 添付書類Ⅴ－２－１－３ 
【記載箇所：2.2 準拠規格に記載している内容】 

準拠する規格としては，既に認可された設計及び工事の方

法の認可申請書の添付書類（以下「既設工認」という。）で

適用実績のある規格の他，最新の規格基準についても技術的

妥当性及び適用性を示した上で当該規格に準拠する。なお，

規格基準に規定のない評価手法等を用いる場合は，既往研究

等において試験，研究等により妥当性が確認されている手

法，設定等について，適用条件及び適用範囲に留意し，その

適用性を確認した上で用いる。 

 

既設工認又は先行発電炉において実績のある主要な準拠

規格を以下に示す。 

 

（中略） 

・建築基礎構造設計指針（（社）日本建築学会，2001 改定） 

 

 

4.2 杭基礎の支持力 

基礎指針2001による杭基礎における支持力算定式を以下に示す。 

 

 

杭基礎の押込み力に対する支持力評価には，杭先端の支持岩盤の支持力並

びに杭周面地盤の地盤改良体及び支持岩盤への杭根入れ部分の杭周面摩擦

力により算定される極限支持力を考慮することを基本とする。 

 

 

 

 

 

 

 

杭基礎の引抜き力に対する支持力評価には，杭周面地盤の地盤改良体及び

支持岩盤への杭根入れ部分の杭周面摩擦力により算定される極限支持力を

考慮することを基本とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 杭基礎の支持力算定式 

道路橋示方書及び基礎指針による杭基礎における各工法の支

持力算定式を以下に示す。 

 

杭基礎の押込み力に対する支持力評価において，原地盤の地

盤物性を考慮した耐震設計で保守的に配慮した支持力評価を行

う場合，及び豊浦標準砂の液状化強度特性により強制的に液状

化させることを仮定した耐震設計を行う場合は，第四系の杭周

面摩擦力を支持力として考慮せず，杭先端の支持岩盤への接地

圧に対する支持力評価を行うことを基本とする。ただし，杭を根

入れした岩盤及び岩着している地盤改良体とその上方の非液状

化層が連続している場合は，その杭周面摩擦力を支持力として

考慮する。 

 

杭基礎の引抜き力に対する支持力評価において，原地盤の地

盤物性を考慮した耐震設計で保守的に配慮した支持力評価を行

う場合，及び豊浦標準砂の液状化強度特性により強制的に液状

化させることを仮定した耐震設計を行う場合は，第四系の杭周

面摩擦力を支持力として考慮せず，新第三系（久米層）の杭周面

摩擦力により算定される極限支持力を考慮することを基本とす

る。ただし，杭周面地盤に地盤改良体がある場合は，その杭周面

摩擦力を支持力として考慮する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・適用する基準の

差異。 

 

・再処理施設の杭

基礎は第四系の

杭周面地盤を地

盤改良体にて置

換しているため，

その杭周面摩擦

力を合わせて考

慮することを前

提としている。 

 

・再処理施設の杭

基礎は第四系の

杭周面地盤を地

盤改良体にて置

換しているため，

その杭周面摩擦

力を合わせて考

慮することを前

提としている。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ-１-１-2 地盤の支持性能に係る基本方針】(34／39) 
別紙４－２ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－２ 添付書類Ⅴ－２－１－３ 
 

・基礎指針 2001 による極限支持力算定式 

Ru＝Rp＋Rf 

Ru： 極限支持力（kN） 

Rp： 極限先端支持力（kN） 

 Rp＝qp・Ap 

 qp：極限先端支持力度（kN/m2） 

 Ap：杭先端の閉塞断面積（m2） 

Rf： 極限周面摩擦力（kN） 

 Rf＝Rfs＋Rfc 

 Rfs：砂質土部分の極限周面摩擦力（kN） 

 Rfs＝τs・Ls・ψ 

 τs： 砂質土部分の極限周面摩擦力度(kN/m2) 

 Ls ： 砂質土部分の長さ（m） 

 ψ：  杭の周長（m） 

 Rfc：粘性土部分の極限周面摩擦力（kN） 

 Rfc＝τc・Lc・ψ 

 τc： 粘性土部分の極限周面摩擦力度(kN/m2) 

 Ls ： 粘性土部分の長さ（m） 

 

・基礎指針 2001 による最大引抜き抵抗力算定式 

RTU ＝(ΣτstiLsi＋ΣτctiLci)ψ＋W 

RTU： 最大引抜き抵抗力（kN） 

τsti： 砂質土の i層における杭引抜き時の最大周面摩擦力度（kN/m2）*1 

Lsi： 砂質土の i層における杭の長さ（m） 

τcti： 粘性土の i層における杭引抜き時の最大周面摩擦力度（kN/m2） 

Lci： 粘性土の i層における杭の長さ（m） 

ψ： 杭の周長（m） 

W： 杭の自重（kN）*2 

*1：押込み時の極限周面摩擦力度の 2/3 とする。 

*2：地下水位以下の部分については浮力を考慮する。 

 

 

 

 
 

 

 

4.3 地中連続壁基礎の支持力算定式 

道路橋示方書による地中連続壁基礎における支持力算定式を

以下に示す。 

 

4.4 杭の支持力試験について 

杭の支持力試験を実施している使用済燃料乾式貯蔵建屋につ

いては，極限支持力を支持力試験結果から設定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・再処理施設では、

瞬間的に生じる

杭の引抜き力に

対し、最大引抜き

抵抗力にて評価

することを基本

とする。ただし、

最大引抜き抵抗

力に相当する引

抜き荷重が繰り

返される場合に

おいては、残留引

抜き抵抗力で評

価する。 

 

・申請対象施設に

地中連続壁基礎

は存在しない。 

 

・杭基礎の支持力

については，支持

力評価にて基礎

指針 2001 による

杭基礎における

支持力算定式に

より算定するた

め，杭の支持力試

験は実施してい

ない。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ-１-１-2 地盤の支持性能に係る基本方針】(35／39) 
別紙４－２ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－２ 添付書類Ⅴ－２－１－３ 
 

【記載箇所：4.1.2 動的地震力に記載している内容】 

 （中略） 

動的解析においては，地盤の諸定数も含めて材料のばらつ

きによる材料定数の変動幅を適切に考慮する。動的解析の方

法，設計用減衰定数等については，「Ⅳ－１－１－５ 地震

応答解析の基本方針」に，設計用床応答曲線の作成方法につ

いては，「Ⅳ－１－１－６ 設計用床応答曲線の作成方針」

に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 地質断面図 

地震応答解析に用いる地質断面図は，評価対象地点近傍のボ－リング調査

等の結果に基づき，岩盤及び表層地盤の分布を設定し作成する。第 5-1 図に

敷地内地質平面図を示す。 

 

代表例として，第 5-1 図に示す断面位置の地質断面図を第 5-2 図に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 地質断面図 

地震応答解析に用いる地質断面図は，評価対象地点近傍のボ

－リング調査等の結果に基づき，岩盤，堆積物及び埋戻土の分布

を設定し作成する。図5-1 に敷地内で実施したボ－リング調査

位置図を示す。 

代表例として，図5-1 に示す断面位置の地質断面図を図5-2 

に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・プラント固有の

差異。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ-１-１-2 地盤の支持性能に係る基本方針】(36／39) 
別紙４－２ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－２ 添付書類Ⅴ－２－１－３ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・プラント固有の

差異。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ-１-１-2 地盤の支持性能に係る基本方針】(37／39) 
別紙４－２ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－２ 添付書類Ⅴ－２－１－３ 
 

【記載箇所：4.1.2 動的地震力に記載している内容】 

 （中略） 

入力地震動の設定に用いる地下構造モデルについては，地

震動評価で考慮した敷地全体の地下構造及び対象建物・構築

物の直下又は周辺の地質・速度構造の特徴を踏まえて適切に

設定する。 

 

 

 

 

6. 地盤の速度構造 

6.1 入力地震動策定に用いる地下構造モデル 

入力地震動の設定に用いる地下構造モデルについては，解放基盤表面

（T.M.S.L.－70m）から地震応答解析モデルの基礎底面位置の鷹架層をモデ

ル化するとともに，地震動評価で考慮した敷地全体の地下構造及び対象建

物・構築物の直下又は周辺の地質・速度構造の特徴を踏まえて適切に設定す

る。 

なお，地下構造モデルの設定については，繰返し三軸試験による地下構造

のひずみ依存特性を解析用地盤物性値として用いる。 

 

6.2 地震応答解析に用いる解析モデル 

安全冷却水Ｂ冷却塔の地下構造モデルを第6-1表に，入力地震動算定の概

念図を第6-1図に示す。安全冷却水Ｂ冷却塔は直下において速度構造データ

が得られていないことから，近傍のPS検層孔として制御建屋直下のPS検層孔

を選定する。第6-2図に安全冷却水Ｂ冷却塔に係るPS検層孔の位置図を示す。 

 

 

 

なお，今回申請対象施設以外の解析モデルについては，当該施設の申請時

において示す。 

また，有効応力解析コード「ＦＬＩＰ」では，平均有効主応力の関数式に

て動的変形特性をモデル化する。 

 

 

 

 

 
 

第6-1表 入力地震動の策定に用いる地下構造モデル（安全冷却水Ｂ冷却塔） 

 

 
＊1：支持地盤相当の岩盤に支持されているとみなし，MMR直下の支持地盤の物性値を

設定する。 

＊2：第3-1図（６）に示す細粒砂岩のひずみ依存特性を設定する。 

＊3：第3-1図（９）に示す粗粒砂岩のひずみ依存特性を設定する。 

＊4：第3-1図（５）に示す泥岩（下部層）のひずみ依存特性を設定する。 

                                  

 

 

 

 

 

6. 地盤の速度構造 

6.1 入力地震動策定に用いる地下構造モデル 

入力地震動の設定に用いる地下構造モデルについては，解放

基盤表面（EL.－370m）から解析モデル底面位置の久米層をモデ

ル化する。地下構造モデルを表6-1 に示す。入力地震動算定の

概念図を図6-1 に示す。 

なお，繰返し三軸試験により，久米層はせん断剛性及び履歴減

衰のひずみ依存特性を有していることを確認していることか

ら，久米層のモデル化においては，繰返し三軸試験による久米層

のひずみ依存特性を解析用地盤物性値として用いる。 

 

6.2 地震応答解析に用いる浅部地盤の解析モデル 

地震応答解析に用いる地盤の速度構造モデルとして，図6-2 

に示す位置で実施したPS 検層の結果に基づく地層ごとのせん

断波速度Vs 及び粗密波速度Vp を表6-2 に示す。 

表6-2 では，PS 検層結果を2 種類の速度構造モデルとして取

り纏めている。表6-2 のうち平均値として記載した速度構造モ

デルは，全応力解析に適用する。 

 

 

また，有効応力解析コード「ＦＬＩＰ」では，平均有効主応力

の関数式にて動的変形特性をモデル化する必要がある。よって，

表6-2 のうち平均有効主応力依存式として記載した速度構造モ

デルは，有効応力解析に適用することを基本とする。ただし，一

部の全応力解析に対しては，平均有効主応力の関数式にてせん

断波速度Vs をモデル化する場合がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・地下構造モデル

の設定の違いに

よる記載。本内容

については，補足

説明資料 耐震建

物 08 （地震応答

解析に用いる地

盤モデル及び地

盤物性値の設定

について）に示

す。 

 

・解析モデルの設

定の違いによる

記載。 

 

 

・再処理施設では，

有効応力解析に

用いる動的変形

特性について，平

均有効主応力の

関数式を適用し

ている。 

 

 

・ 解析モデルの設

定の違いによる

記載。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▽基礎底面

▽解放基盤表面
＊4

-70.00
泥岩（下部層） 16.9 790 1880 －

18.1 940 2040
-25.57

泥岩（下部層） 16.9 790 1880

▽MMR下端
MMR ＊1 ＊1 ＊1

細粒砂岩

36.63

9.02

＊1
39.00

細粒砂岩

18.3 680 1910

＊2
37.08

粗粒砂岩 ＊3

53.80

＊2

標高
T.M.S.L.（m）

岩種
単位体積重量

γt（kN/m3）

S波速度

Vs（m/s）

P波速度

Vp（m/s）
減衰定数

h-γ

剛性低下率

G/G0-γ
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ-１-１-2 地盤の支持性能に係る基本方針】(38／39) 
別紙４－２ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－２ 添付書類Ⅴ－２－１－３ 
 

 
 

第6-1図 入力地震動算定の概念図 

（安全冷却水Ｂ冷却塔） 

                        

 

 

 

 
 

第 6-2 図 安全冷却水Ｂ冷却塔の地盤モデル作成に用いる PS 検層孔位置図 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                          

 

 

・ 解析モデルの設

定の違いによる

記載。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 解析モデルの設

定の違い及びプ

ラント固有によ

る記載。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼基礎底面

一次元波動論に
基づく地震応答解析

鷹架層

解放基盤表面
▼T.M.S.L. -70.0m

基準地震動Ss及び
弾性設計用地震動Sd

反
射
波

入
射
波

ENFN

基礎底面位置の
地盤応答 2E を入力

底面ロッキングばね

底面スウェイばね

鉛直ばね

（水平方向）（鉛直方向）

D-4

＿ ＿
N3-E5

   ＿
N3-E5 D-E5

  _
L-U

C-4

_
K-V

L-4

M-V

安全冷却水B冷却塔

：地盤モデルの作成に用いるPS検層孔
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ-１-１-2 地盤の支持性能に係る基本方針】(39／39) 
別紙４－２ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－２ 添付書類Ⅴ－２－１－３ 
  

 

 

7. 地盤の液状化強度特性の代表性，網羅性及び保守性 

本章では，「3.2.1 有効応力解析に用いる解析用物性値」及び

「3.2.2 強制的に液状化させることを仮定した有効応力解析に

用いる解析用物性値」に記載した地盤の液状化強度特性の代表

性，網羅性及び保守性についての確認結果を記載する。 

7.1 液状化強度試験箇所の代表性及び網羅性 

「3.2.1 有効応力解析に用いる解析用物性値」は設置変更許

可段階での液状化強度試験結果に基づき設定されているが，工

事計画認可申請段階においては，液状化検討対象層の分布状況

を踏まえた平面及び深度方向のデータ拡充を目的とするととも

に，液状化強度試験箇所のＮ値と細粒分含有率Fc を用いて道路

橋示方書に基づき算定される液状化強度比RL を指標とした保守

的な試験箇所の選定による液状化強度試験結果の代表性向上を

目的とし，追加液状化強度試験を実施した。設置変更許可段階及

び追加液状化強度試験箇所の平面配置を図7-1 に示す。 

これらの液状化強度試験箇所の代表性及び網羅性について

は，上記の液状化強度比RL の平均値と，敷地内調査孔（敷地で

取得した全データ）のＮ値と細粒分含有率Fc を用いて算定され

る液状化強度比RLの平均値を比較することにより確認する。 

液状化強度試験箇所の代表性及び網羅性の確認結果の例とし

て，du 層とAs 層における液状化強度比RL の比較結果を図7-2 

に示す。液状化強度試験箇所の液状化強度比RL の平均値が敷地

内調査孔の液状化強度比RL の平均値よりも小さいことから，液

状化強度試験箇所の代表性及び網羅性を確認した。 

 

7.2 地盤の液状化強度特性における代表性及び保守性 

「3.2.1 有効応力解析に用いる解析用物性値」に記載した地

盤の液状化強度特性に対し，追加液状化強度試験結果との比較

等を行うことでその代表性を確認する。また，「3.2.2 強制的に

液状化させることを仮定した有効応力解析に用いる解析用物性

値」に記載した敷地に存在しない豊浦標準砂の液状化強度特性

と，これら原地盤の液状化強度試験結果を比較することでその

保守性を確認する。 

地盤の液状化強度特性における代表性及び保守性の確認結果

の例として，du層とAs層の液状化強度特性の比較結果を図7-3 

に示す。 

追加液状化強度試験結果が「3.2.1 有効応力解析に用いる解

析用物性値」に記載した地盤の液状化強度特性を上回っている

こと，及び要素シミュレーション結果であるＦＬＩＰ 原地盤の

解析用液状化強度特性（設置変更許可申請段階，－1σ）がおお

むね液状化強度試験結果の下限を通っていることから，地盤の

液状化強度特性における代表性を確認した。 

さらに，「3.2.2 強制的に液状化させることを仮定した有効応

力解析に用いる解析用物性値」に記載した敷地に存在しない豊

浦標準砂の液状化強度特性が全ての液状化強度試験結果よりも

十分小さいことを確認することで，地盤の液状化強度特性にお

ける保守性を確認した。 

・再処理施設では，

敷地全体のデー

タと液状化強度

試験に用いたデ

ータを比較し，液

状化しやすいデ

ータを用いてい

ることで代表性

及び網羅性があ

ることを確認し

ている。確認結果

については，他サ

イトの審査実績

も鑑みて，補足説

明資料 耐震地盤

01（地盤の支持性

能について）にお

いて説明する。 

・なお，再処理施設

では，有効応力解

析に用いる液状

化強度特性は，敷

地の原地盤にお

ける代表性及び

網羅性を踏まえ

た上で保守性を

考慮して設定す

る方針であり，地

盤を強制的に液

状化させること

を仮定した影響

は考慮しないた

め，記載しない。 
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令和４年 12 月６日 Ｒ９ 

 

 

 

別紙４－３ 
 

 

 

重要度分類及び重大事故等対処設備 

の設備分類の基本方針 

  

下線： 
・プラントの違いによらない記載内容の差異 
・章立ての違いによる記載位置の違いによる差異   

二重下線： 
・プラント固有の事項による記載内容の差異 
・後次回の申請範囲に伴う差異 

【凡例】 
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発電炉－再処理施設 記載比較 
【Ⅳ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(1／269) 

 

別紙４－３ 

 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
 Ⅳ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方

針 

 

目 次 

 

1. 概要 

2. 安全機能を有する施設の重要度分類 

2.1 耐震設計上の重要度分類 

2.2 クラス別施設 

2.3 耐震重要度分類上の留意事項 

 

 

 

 

 

2.4. 再処理施設の区分 

3. 安全機能を有する施設の重要度分類の取合点 

4. 重大事故等対処施設の設備分類 

4.1 耐震設計上の設備分類  

4.2 設備分類上の留意事項 

4.3 重大事故等対処施設の区分 

4.4 重大事故等対処施設の設備分類の取合点 

 

Ⅴ-2-1-4 重要度分類及び重大事故等対処施設の施設区分の基

本方針 

 

目 次 

 

1. 概要 

2. 設計基準対象施設の重要度分類 

2.1 耐震設計上の重要度分類 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 発電用原子炉施設の区分 

3. 設計基準対象施設の重要度分類の取合点 

4. 重大事故等対処施設の設備の分類 

4.1 耐震設計上の設備の分類 

 

4.2 重大事故等対処施設の区分 

5. 重大事故等対処施設の設備分類の取合点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 事業変更許可申請

書に基づき再処理

施設における各ク

ラスに分類する施

設，耐震重要度分

類上の留意事項を

記載した。 

 

 

• 重大事故等対処施

設については後次

回で比較結果を示

す。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 
【Ⅳ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(2／269) 

 

別紙４－３ 

 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
 

3. 耐震設計上の重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類 

 

3.1 安全機能を有する施設の耐震設計上の重要度分類 

安全機能を有する施設の耐震設計上の重要度を以下のとおり

分類する。下記に基づく各施設の具体的な耐震設計上の重要度

分類及び当該施設を支持する構造物の支持機能が維持されるこ

とを確認する地震動を「Ⅳ－１－１－３ 重要度分類及び重大

事故等対処施設の設備分類の基本方針」の第2.4-1表に，申請設

備の耐震重要度分類について同添付書類の第2.4-2表に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Ｓクラスの施設 

自ら放射性物質を内蔵している施設，当該施設に直接関係し

ておりその機能喪失により放射性物質を外部に拡散する可能性

のある施設，放射性物質を外部に放出する可能性のある事態を

防止するために必要な施設及び事故発生の際に，外部に放出さ

れる放射性物質による影響を低減させるために必要な施設であ

って，環境への影響が大きいもの。 

 

 

 

 

 

a. その破損又は機能喪失により臨界事故を起こすおそれ

のある施設 

b. 使用済燃料を貯蔵するための施設 

c. 高レベル放射性液体廃棄物を内蔵する系統及び機器並

びにその冷却系統 

d. プルトニウムを含む溶液を内蔵する系統及び機器 

e. 上記c.及びd.の系統及び機器から放射性物質が漏えい

した場合に，その影響の拡大を防止するための施設 

f. 上記c.，d.及びe.に関連する施設で放射性物質の外部

への放出を抑制するための施設 

g. 上記a.からf.の施設の機能を確保するために必要な施

設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 概要 

本資料は，「Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針」のうち「3. 耐震設計

上の重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類」に基づき，再処理

施設の耐震設計上の重要度分類についての基本方針について説明するも

のである。 

なお，重大事故等対処施設の設備分類については次回以降に詳細を説

明する。 

 

 

 

 

 

 

2. 安全機能を有する施設の重要度分類 

2.1 耐震設計上の重要度分類 

安全機能を有する施設の耐震設計上の重要度を次のように分類する。 

 

 

(1) Ｓクラスの施設 

自ら放射性物質を内蔵している施設，当該施設に直接関係してお

りその機能喪失により放射性物質を外部に拡散する可能性のある施

設，これらの施設の機能喪失により事故に至った場合の影響を緩和

し，放射線による公衆への影響を軽減するために必要な機能を持つ

施設及びこれらの重要な安全機能を支援するために必要となる施設

であって，環境への影響が大きいもの。 

 

 

 

 

 

a． その破損又は機能喪失により臨界事故を起こすおそれのある

施設 

b． 使用済燃料を貯蔵するための施設 

c． 高レベル放射性液体廃棄物を内蔵する系統及び機器並びにそ

の冷却系統 

d． プルトニウムを含む溶液を内蔵する系統及び機器 

e． 上記 c．及びｄ．の系統及び機器から放射性物質が漏えいした

場合に，その影響の拡大を防止するための施設 

f． 上記 c．，ｄ．及び e．に関連する施設で放射性物質の外部へ

の放出を抑制するための施設 

g． 上記ａ．からｆ．の施設の機能を確保するために必要な施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 概要 

本資料は，添付書類「Ⅴ-2-1-1 耐震設計の基本方針の概要」

のうち「3. 耐震重要度分類及び重大事故等対処施設の設備の分

類」に基づき設計基準対象施設の耐震設計上の重要度分類及び

重大事故等対処施設の施設区分についての基本方針について説

明するものである。 

 

 

 

 

 

 

 

2. 設計基準対象施設の重要度分類 

2.1 耐震設計上の重要度分類 

設計基準対象施設の耐震設計上の重要度を次のように分類す

る。 

 

(1) Ｓクラスの施設 

地震により発生するおそれがある事象に対して，原子炉を停

止し，炉心を冷却するために必要な機能を持つ施設，自ら放射

性物質を内蔵している施設，当該施設に直接関係しておりその

機能喪失により放射性物質を外部に拡散する可能性のある施

設，これらの施設の機能喪失により事故に至った場合の影響を

緩和し，放射線による公衆への影響を軽減するために必要な機

能を持つ施設及びこれらの重要な安全機能を支援するために必

要となる施設，並びに地震に伴って発生するおそれがある津波

による安全機能の喪失を防止するために必要となる施設であっ

て，その影響が大きいものであり，次の施設を含む。 

 

a. 原子炉冷却材圧力バウンダリを構成する機器・配管系 

 

b. 使用済燃料を貯蔵するための施設 

c. 原子炉の緊急停止のために急激に負の反応度を付加するため

の施設，及び原子炉の停止状態を維持するための施設 

d. 原子炉停止後，炉心から崩壊熱を除去するための施設 

e. 原子炉冷却材圧力バウンダリ破損事故後，炉心から崩壊熱を

除去するための施設 

f. 原子炉冷却材圧力バウンダリ破損事故の際に，圧力障壁とな

り放射性物質の放散を直接防ぐための施設 

g. 放射性物質の放出を伴うような事故の際に，その外部放散を

抑制するための施設であり，上記の「放射性物質の放散を直接

防ぐための施設」以外の施設 

h. 津波防護機能を有する設備（以下「津波防護施設」とい

う。）及び浸水防止機能を有する設備（以下「浸水防止設備」と

いう。） 

i. 敷地における津波監視機能を有する施設（以下「津波監視設

備」という。） 

 

 

 

 

 

 

• 重大事故等対処施

設については後次

回で比較結果を示

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 事業変更許可申請

書において，敷地

に到達する津波は

ないことを記載し

ているため，当該

事項に係る内容は

記載していない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 事業変更許可申請

書において，敷地

に到達する津波は

ないことを記載し

ているため，当該

事項に係る内容は

記載していない。 

414



発電炉－再処理施設 記載比較 
【Ⅳ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(3／269) 

 

別紙４－３ 

 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
(2) Ｂクラスの施設 

安全機能を有する施設のうち，機能喪失した場合の影響がＳ

クラスに属する施設と比べ小さい施設。 

 

a. 放射性物質を内蔵している施設であって，Ｓクラスに

属さない施設(ただし，内蔵量が少ないか又は貯蔵方式

により，その破損により公衆に与える放射線の影響が

十分小さいものは除く。) 

b. 放射性物質の放出を伴うような場合に，その外部放散

を抑制するための施設で，Ｓクラスに属さない施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) Ｃクラスの施設 

Ｓクラスに属する施設及びＢクラスに属する施設以外の一般

産業施設又は公共施設と同等の安全性が要求される施設。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) Ｂクラスの施設 

安全機能を有する施設のうち，機能喪失した場合の影響がＳクラ

スに属する施設と比べ小さい施設。 

 

a． 放射性物質を内蔵している施設であって，Ｓクラスに属さな

い施設（ただし，内蔵量が少ないか又は貯蔵方式により，そ

の破損により公衆に与える放射線の影響が十分小さいものは

除く。） 

b． 放射性物質の放出を伴うような場合に，その外部放散を抑制

するための施設で，Ｓクラスに属さない施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) Ｃクラスの施設 

Ｓクラスに属する施設及びＢクラスに属する施設以外の一般産業

施設又は公共施設と同等の安全性が要求される施設。 

 

 

(2) Ｂクラスの施設 

安全機能を有する施設のうち，機能喪失した場合の影響がＳ

クラスの施設と比べ小さい施設であり，次の施設を含む。 

 

a. 原子炉冷却材圧力バウンダリに直接接続されていて，１次冷

却材を内蔵しているか又は内蔵し得る施設 

b. 放射性廃棄物を内蔵している施設（ただし，内蔵量が少ない

又は貯蔵方式により，その破損により公衆に与える放射線の影

響が「実用発電用原子炉の設置，運転等に関する規則」（昭和53 

年通商産業省令第77 号）第2 条第2 項第6 号に規定する「周辺

監視区域」外における年間の線量限度に比べ十分に小さいもの

は除く。） 

c. 放射性廃棄物以外の放射性物質に関連した施設で，その破損

により，公衆及び従事者に過大な放射線被ばくを与える可能性

のある施設 

d. 使用済燃料を冷却するための施設 

e. 放射性物質の放出を伴うような場合に，その外部放散を抑制

するための施設で，Ｓクラスに属さない施設 

 

(3) Ｃクラスの施設 

Ｓクラスに属する施設及びＢクラスに属する施設以外の一般

産業施設又は公共施設と同等の安全性が要求される施設 
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再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
 

3.1 安全機能を有する施設の耐震設計上の重要度分類 

(1) Ｓクラスの施設 

自ら放射性物質を内蔵している施設，当該施設に直接関係し

ておりその機能喪失により放射性物質を外部に拡散する可能性

のある施設，放射性物質を外部に放出する可能性のある事態を

防止するために必要な施設及び事故発生の際に，外部に放出さ

れる放射性物質による影響を低減させるために必要な施設であ

って，環境への影響が大きいもの。 

a. その破損又は機能喪失により臨界事故を起こすおそれ

のある施設 

b. 使用済燃料を貯蔵するための施設 

c. 高レベル放射性液体廃棄物を内蔵する系統及び機器並

びにその冷却系統 

d. プルトニウムを含む溶液を内蔵する系統及び機器 

e. 上記c.及びd.の系統及び機器から放射性物質が漏えい

した場合に，その影響の拡大を防止するための施設 

f. 上記c.，d.及びe.に関連する施設で放射性物質の外部

への放出を抑制するための施設 

g. 上記a.からf.の施設の機能を確保するために必要な施

設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2  クラス別施設 

耐震設計上の重要度分類によるクラス別施設を以下に示す。 

(1) Ｓクラスの施設 

a．その破損又は機能喪失により臨界事故を起こすおそれのある施設 

(a) 形状寸法管理を行う設備のうち，平常運転時その破損又は機

能喪失により臨界を起こすおそれのある設備。 

b．使用済燃料を貯蔵するための施設 

(a) 使用済燃料受入れ設備の燃料取出し設備，使用済燃料貯蔵設

備の燃料貯蔵設備,燃料移送設備，燃料送出し設備のプール，ピ

ット，移送水路，ラック，架台。 

c．高レベル放射性液体廃棄物を内蔵する系統及び機器並びにその

冷却系統 

(a) 高レベル廃液を内蔵する系統及び機器のうち安全上重要な施

設。 

d．プルトニウムを含む溶液を内蔵する系統及び機器 

(a) プルトニウムを含む溶液を内蔵する系統及び機器のうち安全

上重要な施設。 

e．上記c．及びd．の系統及び機器から放射性物質が漏えいした場合

に，その影響の拡大を防止するための施設 

(a) 上記c．及びd．のＳクラスの設備を収納するセル等及びせん

断セル。 

f．上記c．，d．及びe．に関連する施設で放射性物質の外部への放

出を抑制するための施設 

(a) 上記c．及びd．のＳクラスの機器の廃ガス処理設備のうち安

全上重要な施設。 

(b) 上記e．のＳクラスのセル等の換気設備のうち安全上重要な施

設。 

(c) 上記e．のＳクラスのセル等を収納する構築物の換気設備のう

ち安全上重要な施設。 

g．上記a．～f．の施設の機能を確保するために必要な施設 

(a) 非常用所内電源系統，安全圧縮空気系及び安全蒸気系。 

(b) 安全冷却水系及び使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の使

用済燃料の貯蔵施設の使用済燃料貯蔵設備のプール水浄化・冷

却設備のプール水冷却系(以下「プール水冷却系」という。)。 

(c) 安全保護回路及び保護動作を行う機器。 

(d) 安全上重要な施設の漏えい液を受ける漏えい液受皿の集液溝

の液位警報及び漏えい液受皿から漏えい液を回収するための系

統のうち安全上重要な施設。 

(e) 計測制御系統施設等に係る安全上重要な施設のうち，地震後

においても，その機能が継続して必要な施設。 

h．その他の施設 

(a) 固化セル移送台車。 

(b) ガラス固化体貯蔵設備の収納管，通風管。 

(c) ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋換気設備のうち貯

蔵室から排風機までの範囲。 

(d) 使用済燃料貯蔵設備の補給水設備。 

(e) その機能喪失により臨界に至る可能性のある計測制御系統施

設に係る安全上重要な施設は，Ｓクラスとするか又は検出器の故

障を検知し警報を発する故障警報及び工程停止のための系統を

Ｓクラスとする。 

(f) 制御建屋中央制御室換気設備。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 事業変更許可申請

書に基づき再処理

施設におけるＳク

ラスに分類する施

設を記載した。 
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再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
 

 

 

 

 

 

(2) Ｂクラスの施設 

安全機能を有する施設のうち，機能喪失した場合の影響がＳ

クラスに属する施設と比べ小さい施設。 

a. 放射性物質を内蔵している施設であって，Ｓクラスに

属さない施設(ただし内蔵量が少ないか又は貯蔵方式に

より，その破損により公衆に与える放射線の影響が十

分小さいものは除く。) 

b. 放射性物質の放出を伴うような場合に，その外部放散

を抑制するための施設で，Ｓクラスに属さない施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) Ｃクラスの施設 

Ｓクラスに属する施設及びＢクラスに属する施設以外の一般

産業施設又は公共施設と同等の安全性が要求される施設。 

 

 

(g) 水素掃気用の安全圧縮空気系はＳクラスとする。 

また，Ｓクラスの水素掃気用の安全圧縮空気系が接続されている

機器は，溶液の放射線分解により発生する水素の爆発を適切に防

止するため，Ｓクラスとする。 

(h) 遮蔽設備のうち安全上重要な施設。 

 

(2) Ｂクラスの施設 

a．放射性物質を内蔵している施設であって，Ｓクラスに属さない

施設(ただし，内蔵量が少ないか又は貯蔵方式により，その破損

により公衆に与える放射線の影響が十分小さいものは除く。) 

(a) 使用済燃料貯蔵設備のプール水浄化系。 

(b) 高レベル廃液を内蔵する設備のうち，溶解施設，分離施設，

高レベル廃液処理設備，高レベル廃液ガラス固化設備の系統及

び機器。 

(c) プルトニウムを含む溶液を内蔵する設備のうち，溶解施設，

分離施設，精製施設，ウラン・プルトニウム混合脱硝設備の系

統及び機器。 

(d) ウランを内蔵する系統及び機器。 

(e) プルトニウムを含む粉体を内蔵する系統及び機器。 

(f) 酸回収設備及び溶媒回収設備。 

(g) 低レベル廃液処理設備，ただし，使用済燃料の受入れ施設及

び貯蔵施設等からの洗濯廃液等，床ドレンの一部，試薬ドレ

ン，手洗いドレン，空調ドレンに係る設備及び海洋放出管の一

部を除く。 

(h) 低レベル固体廃棄物処理設備。 

(i) 分析設備。 

b．放射性物質の放出を伴うような場合に，その外部放散を抑制す

るための施設でＳクラスに属さない施設 

(a) Ｂクラスの設備を収納するセル等。 

(b) Ｂクラスの機器の廃ガス処理設備のうち，塔槽類から排風機

を経て弁までの範囲。 

(c) Ｂクラスのセル等の換気設備のうち，セル等から排風機を経

てダンパまでの範囲。 

c．その他の施設 

(a) 放射性物質を取り扱う移送機器及び装置類。ただし，以下の

設備を除く。 

イ．放射性物質の環境への放出のおそれがない移送機器及び装

置類。 

ロ．放射性物質の濃度が非常に低いか，又は内蔵量が非常に小

さいものを取り扱う移送機器及び装置類。 

(b) 主要な遮蔽設備。 

 

(3) Ｃクラスの施設 

上記Ｓクラス及びＢクラスに属さない施設。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 事業変更許可申請

書に基づき再処理

施設におけるＳク

ラスに分類する施

設を記載した。 

 

• 事業変更許可申請

書に基づき再処理

施設におけるＢク

ラスに分類する施

設を記載した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 事業変更許可申請

書に基づき再処理

施設におけるＣク

ラスに分類する施

設を記載した。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 
【Ⅳ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(6／269) 

 

別紙４－３ 

 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
3. 耐震設計上の重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類 

3.1 安全機能を有する施設の耐震設計上の重要度分類 

安全機能を有する施設の耐震設計上の重要度を以下のとおり

分類する。下記に基づく各施設の具体的な耐震設計上の重要度

分類及び当該施設を支持する構造物の支持機能が維持されるこ

とを確認する地震動を「Ⅳ－１－１－３ 重要度分類及び重大

事故等対処施設の設備分類の基本方針」の第2.4-1表に，申請設

備の耐震重要度分類について同添付書類の第2.4-2表に示す。 

 

(1) Ｓクラスの施設 

自ら放射性物質を内蔵している施設，当該施設に直接関係し

ておりその機能喪失により放射性物質を外部に拡散する可能性

のある施設，放射性物質を外部に放出する可能性のある事態を

防止するために必要な施設及び事故発生の際に，外部に放出さ

れる放射性物質による影響を低減させるために必要な施設であ

って，環境への影響が大きいもの。 

a. その破損又は機能喪失により臨界事故を起こすおそれ

のある施設 

b. 使用済燃料を貯蔵するための施設 

c. 高レベル放射性液体廃棄物を内蔵する系統及び機器並

びにその冷却系統 

d. プルトニウムを含む溶液を内蔵する系統及び機器 

e. 上記c.及びd.の系統及び機器から放射性物質が漏えい

した場合に，その影響の拡大を防止するための施設 

f. 上記c.，d.及びe.に関連する施設で放射性物質の外部

への放出を抑制するための施設 

g. 上記a.からf.の施設の機能を確保するために必要な施

設 

 

(2) Ｂクラスの施設 

安全機能を有する施設のうち，機能喪失した場合の影響がＳ

クラスに属する施設と比べ小さい施設。 

a. 放射性物質を内蔵している施設であって，Ｓクラスに

属さない施設(ただし内蔵量が少ないか又は貯蔵方式に

より，その破損により公衆に与える放射線の影響が十

分小さいものは除く。) 

b. 放射性物質の放出を伴うような場合に，その外部放散

を抑制するための施設で，Ｓクラスに属さない施設 

 

(3) Ｃクラスの施設 

Ｓクラスに属する施設及びＢクラスに属する施設以外の一般

産業施設又は公共施設と同等の安全性が要求される施設。 

 

 

 

 

2.3  耐震重要度分類上の留意事項 

(1) 再処理施設の安全機能は，その機能に直接的に関連するもののほ

か，補助的な役割をもつもの及び支持構造物等の間接的な施設を含め

て健全性を保持する観点で，これらを主要設備等，補助設備，直接支

持構造物，間接支持構造物及び波及的影響を検討すべき設備に区分す

る。 

 

   安全上要求される同一の機能上の分類に属する主要設備等，補助設

備及び直接支持構造物については同一の耐震重要度とするが，間接支

持構造物の支持機能及び波及的影響の評価については，それぞれ関連

する設備の耐震設計に適用される地震動に対して安全上支障がないこ

とを確認する。 

(2) ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備の貯蔵ホールは，基準地

震動にて臨界安全が確保されていることの確認を行う。 

 

(3) 上位の分類に属する設備と下位の分類に属する設備間で液体状の放

射性物質を移送するための配管及びサンプリング配管のうち，明らか

に取扱い量が少ない配管は，設備のバウンダリを構成している範囲を

除き，下位の分類とする。 

(4) ウラン・プルトニウム混合脱硝設備の定量ポット，中間ポット及び

脱硝装置のグローブボックスは，収納するＳクラスの機器へ波及的

影響を及ぼさない設計とする。 

(5) 分離施設の補助抽出器中性子検出器の計数率高による工程停止回路

及び遮断弁，抽出塔供給溶解液流量高による送液停止回路及び遮断

弁，抽出塔供給有機溶媒液流量低による工程停止回路及び遮断弁，

第１洗浄塔洗浄廃液密度高による工程停止回路及び遮断弁及び精製

施設のプルトニウム濃縮缶に係る注水槽の液位低による警報及び注

水槽は，上位の分類に属するものへ波及的影響を及ぼさない設計と

する。 

(6) 竜巻防護対策設備は，竜巻防護施設に波及的影響を及ぼさない設計

とする。 

(7) 溢水防護設備は，地震及び地震を起因として発生する溢水によって

安全機能を有する施設のうち，再処理施設内部で想定される溢水に

対して，冷却，水素掃気，火災及び爆発の防止，臨界防止等の安全

機能を維持するために必要な設備の安全機能が損なわれない設計と

する。 

(8) 化学薬品防護設備は，地震及び地震を起因として発生する化学薬品

の漏えいによって安全機能を有する施設のうち，再処理施設内部で

想定される化学薬品の漏えいに対して，冷却，水素掃気，火災及び

爆発の防止，臨界防止等の安全機能を維持するために必要な設備の

安全機能が損なわれない設計とする。 

(9) 主排気筒及びその排気筒モニタのＳクラスとＢクラス以下の配管又

はダクトの取合いは，Ｂクラス以下の廃ガス処理設備又は換気設備の

機能が喪失したとしても，Ｓクラスの廃ガス処理設備又は換気設備に

影響を与えないようにする。 

 • 事業変更許可申請

書に基づき，耐震

重要度分類上の留

意事項を記載し

た。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 
【Ⅳ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(7／269) 

 

別紙４－３ 

 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
 2.4 再処理施設の区分 

2.4.1 区分の概要 

当該施設に課せられる機能は，その機能に直接的に関連するもののほ

か，補助的な役割を持つもの，支持構造物等の間接的な施設を含めた健全

性が保たれて初めて維持し得るものであることを考慮し，これらを主要設

備等，補助設備，直接支持構造物，間接支持構造物及び波及的影響を考慮

すべき施設に区分する。 

 

 

2.4.2 各区分の定義 

 各区分の設備は次のものをいう。 

(1) 主要設備等とは，当該機能に直接的に関連する設備及び構築物をい

う。 

(2) 補助設備とは，当該機能に間接的に関連し，主要設備等の補助的役

割を持つ設備をいう。 

(3) 直接支持構造物とは，主要設備等，補助設備に直接取り付けられる

支持構造物，又はこれらの設備の荷重を直接的に受ける支持構造物を

いう。 

(4) 間接支持構造物とは，直接支持構造物から伝達される荷重を受ける

構造物（建物・構築物）をいう。 

(5) 波及的影響を考慮すべき施設とは，下位の耐震クラスに属するもの

の破損によって上位の分類に属するものに波及的影響を及ぼすおそれ

のある施設をいう。波及的影響を考慮すべき施設の検討については，

「Ⅳ－１－１－４ 波及的影響に係る基本方針」に示す。 

 

 

2.4.3 間接支持機能及び波及的影響 

同一系統設備に属する主要設備等，補助設備及び直接支持構造物につい

ては同一の耐震重要度とするが，間接支持構造物の支持機能及び設備相互

間の影響については，それぞれ関連する設備の耐震設計に適用される地震

動に対して安全上支障ないことを確認するものとする。 

 

 

安全機能を有する施設の耐震設計上の重要度分類を第 2.4-1 表に，安

全機能を有する施設の申請設備の耐震重要度分類表を第 2.4-2 表に示

す。 

なお，第 2.4-2 表においては，申請書本文「第２章 表１ 主要設備

リスト」に示す建物・構築物及び機器・配管系について，「Ⅳ－２ 耐

震性に関する計算書」に耐震計算書を添付する施設(Ｓクラス施設，波

及的影響を考慮する施設)を示す。また，配管系については，「Ⅳ－１

－１－11－１ 配管の耐震支持方針 別紙」及び「Ⅳ－１－１－11－２ 

ダクトの耐震支持方針 別紙」に直管部標準支持間隔を添付する施設を

示す。 

 

同表には，当該施設を支持する建物・構築物の支持機能が維持される

ことを確認する地震動及び波及的影響を考慮すべき施設に適用する地震

動（以下「検討用地震動」という。）を併記する。 

 

 

2.2 発電用原子炉施設の区分 

2.2.1 区分の概要 

当該施設に課せられる機能は，その機能に直接的に関連する

もののほか，補助的な役割を持つもの，支持構造物等の間接的

な施設を含めた健全性が保たれて初めて維持し得るものである

ことを考慮し，これらを主要設備，補助設備，直接支持構造

物，間接支持構造物及び波及的影響を考慮すべき施設に区分す

る。 

 

2.2.2 各区分の定義 

各区分の設備は次のものをいう。 

(1) 主要設備とは，当該機能に直接的に関連する設備をいう。 

 

(2) 補助設備とは，当該機能に間接的に関連し，主要設備の補

助的役割を持つ設備をいう。 

(3) 直接支持構造物とは，主要設備，補助設備に直接取り付け

られる支持構造物，若しくはこれらの設備の荷重を直接的に受

ける支持構造物をいう。 

(4) 間接支持構造物とは，直接支持構造物から伝達される荷重

を受ける構造物（建物・構築物・車両）をいう。 

(5) 波及的影響を考慮すべき施設とは，下位クラス施設のう

ち，その破損等によって上位クラス施設に波及的影響を及ぼす

おそれのある施設をいう。波及的影響を考慮すべき施設の検討

については，添付書類「Ⅴ-2-1-5 波及的影響に係る基本方針」

に示す。 

 

2.2.3 間接支持機能及び波及的影響 

同一系統設備に属する主要設備，補助設備及び直接支持構造

物については同一の耐震重要度とするが，間接支持構造物の支

持機能及び設備相互間の影響については，それぞれ関連する設

備の耐震設計に適用される地震動に対して安全上支障ないこと

を確認するものとする。 

 

設計基準対象施設の耐震重要度分類に対するクラス別施設を

表2-1 に，設計基準対象施設の申請設備の耐震重要度分類を表

2-2 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

同表には，当該施設を支持する構造物の支持機能が維持され

ることを確認する地震動及び波及的影響を考慮すべき施設に適

用する地震動（以下「検討用地震動」という。）を併記する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 再処理施設におけ

る主要設備等に

は，構築物を含め

るため，記載の差

異により新たな論

点が生じるもので

はない。 

 

• 再処理施設におい

ては安全機能を有

する施設として車

両を有していない

ため，記載の差異

により新たな論点

が生じるものでは

ない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 再処理施設におけ

る申請設備の耐震

重要度分類表への

設備の示し方を説

明した内容であ

り，記載の差異に

より新たな論点が

生じるものではな

い。 
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再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
 

 

 

  

3. 安全機能を有する施設の重要度分類の取合点 

 

 

(1) 機器とそれに接続する配管系又は配管系の中で重要度分類が異なる

場合の取合点は，原則として，上位クラス側の第1弁とする。取合点

となる第１弁は，上位の重要度分類に属するものとする(第3-1図参

照)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3-1図 配管系中の取合点 

 

 

(2) 再処理施設のセル内へと試薬等を供給する系統においては，セル内

での直接保守・点検を必要としない水封により放射性物質を閉じ込め

る設計としている。水封による重要度分類の取合点を設定する場合は，

水封している液浸部により上位クラス側から下位クラス側への放射性

流体の逆流を防止する設計とし，取合点となる液浸部は，上位の重要

度分類に属するものとする(第3-2図参照)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3-2 水封による取合点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 設計基準対象施設の重要度分類の取合点 

設計基準対象施設の重要度分類の取合点は，以下の通りとす

る。 

(1) 機器とそれに接続する配管系との重要度分類が異なる場合

の取合点は，原則として，機器から見て第1 弁とする。取合点

となる第1 弁は，上位の重要度分類に属するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 再処理施設におけ

る重要度分類の取

合点について記載

したものであり，記

載の差異により新

たな論点が生じる

ものではない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 安全機能に対する

重要度分類の取合

点について，「補足

説明資料【耐震建物

30】耐震設計におけ

る安全機能の整理

について」にて詳細

を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

セル 

 
廃ガス処理 

試薬 

 

パルスカラム 液浸部 

上位クラス 

下位クラス 

セル排気系 
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再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
(3) セル内における気体廃棄物の廃棄施設は，弁の故障などにより流路

が阻害されることがないよう，弁は介さずに上位クラス配管との接続

部を取合点とし，気体状の放射性物質を保持している下位クラスの配

管等が損傷した場合においても，セル内に閉じ込め，換気設備による

放出経路維持等により施設全体として放射性物質を閉じ込める設計と

している。また，溶液の移送を行う配管は塔槽類に接続されており，

塔槽類を介して気体廃棄物の廃棄施設に接続されることから，上位ク

ラスの塔槽類との接続位置を取合点とする(第3-3図参照)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3-3図 弁,水封を介さない取合点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 原子炉格納容器バウンダリは，バウンダリを構成する弁ま

でをＳクラスとする（図3-1 参照）。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 安全機能に対する

重要度分類の取合

点について，「補足

説明資料【耐震建物

30】耐震設計におけ

る安全機能の整理

について」にて詳細

を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 発電炉固有の設計

上の考慮であり，再

処理施設において

は修正方針（2）に記

載している内容に

て対応しているた

め，記載の差異によ

り新たな論点が生

じるものではない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｂクラス 

塔槽類 Ｓクラス 

塔槽類 

セル 

 
廃ガス処理 

上位クラス 

下位クラス 

上位クラス 

下位クラス 

セル排気系 
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(3) 配管系中で重要度が異なる場合の取合点は，原子炉冷却材

圧力バウンダリ周りで第2 隔離弁までがバウンダリの場合は第2 

弁（注1），その他は上位クラスから見て第1 弁（注2）とする。

取合点となる弁は，図3-2 に示すように上位の重要度分類に属

するものとする。 

 

   

• JEAG4601-1984 にお

いて，耐震重要度分

類は，通常時閉ある

いは隔離可能な弁

を設置することで

上位クラスと下位

クラスの境界とす

ることとされてい

る。発電炉における

原子炉冷却材圧力

バウンダリ（以下

「RCPB」という。）

については，「発電

用軽水型原子炉施

設に関する安全設

計審査指針」及び

「実用発電原子炉

及びその附属施設

の位置，構造及び設

備の基準に関する

規則 第 17条」の解

釈にて示されてお

り，通常時閉かつ事

故時閉のラインの

隔離弁以外は第 2隔

離弁までと定義さ

れている。また，

RCPB の耐震重要度

分類がＳクラスと

定義されているこ

とから第 2隔離弁を

含む場合を上位ク

ラスとして記載し

ている。また，その

他は上位クラスか

ら見て第 1弁として

いる。 

一方，再処理施設

においては発電炉

の定義に該当する

設備はなく，再処

理施設の弁は発電

炉における「その

他は上位クラスか

ら見て第 1弁」に

該当することか

ら，記載の差異に

より新たな論点が

生じるものではな

い。 

422



発電炉－再処理施設 記載比較 
【Ⅳ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(11／269) 

 

別紙４－３ 

 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
 

3.2 重大事故等対処施設の設備分類 

重大事故等対処施設の設備分類については，重大事故等対

処施設の申請に合わせて次回以降に詳細を説明する。 

 

重大事故等対処施設の設備について，耐震設計上の分類を

各設備が有する重大事故等に対処するために必要な機能及び

設置状態を踏まえ，以下のとおりに分類する。下記の分類に

基づき耐震評価を行う申請設備の設備分類について添付書類

「Ⅳ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処設備の設

備分類の基本方針」の第 4.2-１表に示す。 

 

(1) 常設重大事故等対処設備 

 

 

a. 常設耐震重要重大事故等対処設備 

常設重大事故等対処設備であって，耐震重要施設に属す

る設計基準事故に対処するための設備が有する機能を代替

する設備 

 

b. 常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等

対処設備 

常設重大事故等対処設備であって，上記 a. 以外のもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 重大事故等対処施設の設備分類  

4.1  耐震設計上の設備分類 

重大事故等対処施設の設備分類については，重大事故等対処施設の申

請に合わせて次回以降に詳細を説明する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2  設備分類上の留意事項 

重大事故等対処施設の設備分類上の留意事項については，重大事故等

対処施設の申請に合わせて次回以降に詳細を説明する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 重大事故等対処施設の設備の分類 

4.1 耐震設計上の設備の分類 

重大事故等対処施設について，耐震設計上の区分を設備が有

する重大事故等時に対処するために必要な機能を踏まえて，以

下の通りに分類する。 

 

(1) 基準地震動Ｓｓによる地震力に対して重大事故等時に対処

するために必要な機能が損なわれるおそれのないように設計す

るもの 

 

a. 常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故防止設備であって，耐震重要施設に属する設計

基準事故対処設備が有する機能を代替するもの 

 

 

b. 常設重大事故緩和設備 

重大事故等対処設備のうち，重大事故が発生した場合におい

て，当該重大事故の拡大を防止し，又はその影響を緩和するた

めの機能を有する設備であって常設のもの 

 

(2) 静的地震力又は弾性設計用地震動Ｓｄに2 分の1 を乗じた

ものによる地震力に対して十分に耐えるよう設計するもの 

 

a. 常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備 

常設重大事故防止設備であって，耐震Ｂクラス又はＣクラス

に属する設計基準事故対処設備が有する機能を代替するもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 重大事故等対処施

設ついては，後次

回で比較結果を示

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 重大事故等対処施

設ついては，後次

回で比較結果を示

す。 
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4.3 重大事故等対処施設の区分 

重大事故等対処施設の区分については，重大事故等対処施設の申請に

合わせて次回以降に詳細を説明する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 重大事故等対処施設の区分 

4.2.1 区分の概要 

当該施設に課せられる機能は，その機能に関連するもののほ

か，支持構造物等の間接的な施設を含めた健全性が保たれて初

めて維持し得るものであることを考慮し，これらを設備，直接

支持構造物，間接支持構造物及び波及的影響を考慮すべき施設

に区分する。 

 

4.2.2 各区分の定義 

各区分の設備とは次のものをいう。 

(1) 設備とは，重大事故等時に対処するために必要な機能を有

する設備で，重大事故等時に当該機能に直接的に関連する設備

及び間接的に関連する設備をいう。 

(2) 直接支持構造物とは，設備に直接取り付けられる支持構造

物，若しくはこれらの設備の荷重を直接的に受ける支持構造物

をいう。 

(3) 間接支持構造物とは，直接支持構造物から伝達される荷重

を受ける構造物（建物・構築物・車両）をいう。 

(4) 波及的影響を考慮すべき施設とは，下位クラス施設の破損

等によって上位クラス施設に波及的影響を及ぼすおそれのある

施設をいう。波及的影響を考慮すべき施設の検討については，

添付書類「Ⅴ-2-1-5 波及的影響に係る基本方針」に示す。 

 

4.2.3 間接支持機能及び波及的影響 

設備の直接支持構造物については設備と同一の設備分類とす

るが，間接支持構造物の支持機能及び設備相互間の影響につい

ては，それぞれ関連する設備の耐震設計に適用される地震動に

対して安全上支障のないことを確認するものとする。 

 

重大事故等対処施設の耐震設計上の分類別施設を表4-1 に，

重大事故等対処施設の申請設備の設備分類を表4-2 に示す。ま

た，同表には，当該施設を支持する構造物の支持機能が維持さ

れることを確認する地震動及び波及的影響を考慮すべき施設に

適用する地震動（以下「検討用地震動」という。）を併記する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 重大事故等対処施

設については，後

次回で比較結果を

示す。 
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4.4  重大事故等対処施設の設備分類の取合点 

重大事故等対処施設の設備分類の取合点については，重大事故等対処

施設の申請に合わせて次回以降に詳細を説明する。 

 

 

 

 

 

 

5. 重大事故等対処施設の設備分類の取合点 

重大事故等対処施設の設備分類の取合点は，以下の通りとす

る。 

(1) 機器とそれに接続する配管系との，上位クラス施設と下位

クラス施設の取合点は，原則として，機器から見て第1 弁とす

る。取合点となる第1 弁は，上位クラス施設に属するものとす

る。 

(2) 配管系中の上位クラス施設と下位クラス，施設の取合点

は，原子炉冷却材圧力バウンダリ周りで第2 隔離弁までがバウ

ンダリの場合は第2 弁（注1），その他は上位クラスから見て第1 

弁（注2）とする。取合点となる弁は，図5-1 に示すように上位

クラス施設に属するものとする。 

ここで上位クラス施設とは，耐震重要施設及び常設耐震重要

重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備が設置されている

重大事故等対処施設をいい，下位クラス施設とは，上位クラス

の施設以外の発電所内にある施設（資機材等を含む。）をいう。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 重大事故等対処施

設については，後

次回で比較結果を

示す。 
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• 設備と重要度分類

の関係性を示す表

の構成としては，

発電炉と同等とな

っており，記載内

容は事業変更許可

申請書に基づいた

記載としているた

め，新たな論点が

生じるものではな

い。 
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• 設備と重要度分類

の関係性を示す表

の構成としては，

発電炉と同等とな

っており，記載内

容は事業変更許可

申請書に基づいた

記載としているた

め，新たな論点が

生じるものではな

い。 
 

427



発電炉－再処理施設 記載比較 
【Ⅳ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(16／269) 

 

別紙４－３ 

 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
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発電炉と同等とな

っており，記載内

容は事業変更許可
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記載としているた

め，新たな論点が
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の関係性を示す表
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発電炉と同等とな

っており，記載内

容は事業変更許可

申請書に基づいた

記載としているた

め，新たな論点が
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別紙４－３ 

 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
 

 

 • 設備と重要度分類

の関係性を示す表

の構成としては，

発電炉と同等とな

っており，記載内

容は事業変更許可

申請書に基づいた

記載としているた

め，新たな論点が

生じるものではな

い。 

 

434



発電炉－再処理施設 記載比較 
【Ⅳ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(23／269) 

 

別紙４－３ 

 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
 

 

 • 設備と重要度分類

の関係性を示す表

の構成としては，

発電炉と同等とな

っており，記載内

容は事業変更許可

申請書に基づいた

記載としているた

め，新たな論点が

生じるものではな

い。 

435



発電炉－再処理施設 記載比較 
【Ⅳ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(24／269) 

 

別紙４－３ 

 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
 

 

 • 設備と重要度分類

の関係性を示す表

の構成としては，

発電炉と同等とな

っており，記載内

容は事業変更許可

申請書に基づいた

記載としているた

め，新たな論点が

生じるものではな

い。 

436



発電炉－再処理施設 記載比較 
【Ⅳ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(25／269) 

 

別紙４－３ 

 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
 

 

 • 設備と重要度分類

の関係性を示す表

の構成としては，

発電炉と同等とな

っており，記載内

容は事業変更許可

申請書に基づいた

記載としているた

め，新たな論点が

生じるものではな

い。 

437



発電炉－再処理施設 記載比較 
【Ⅳ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(26／269) 

 

別紙４－３ 

 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
 

 

 • 設備と重要度分類

の関係性を示す表

の構成としては，

発電炉と同等とな

っており，記載内

容は事業変更許可

申請書に基づいた

記載としているた

め，新たな論点が

生じるものではな

い。 

 

438



発電炉－再処理施設 記載比較 
【Ⅳ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(27／269) 

 

別紙４－３ 

 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
 

 

 • 設備と重要度分類

の関係性を示す表

の構成としては，

発電炉と同等とな

っており，記載内

容は事業変更許可

申請書に基づいた

記載としているた

め，新たな論点が

生じるものではな

い。 

 

439



発電炉－再処理施設 記載比較 
【Ⅳ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(28／269) 

 

別紙４－３ 

 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
 

 

 • 設備と重要度分類

の関係性を示す表

の構成としては，

発電炉と同等とな

っており，記載内

容は事業変更許可

申請書に基づいた

記載としているた

め，新たな論点が

生じるものではな

い。 

 

440



発電炉－再処理施設 記載比較 
【Ⅳ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(29／269) 

 

別紙４－３ 

 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
 

 

 • 設備と重要度分類

の関係性を示す表

の構成としては，

発電炉と同等とな

っており，記載内

容は事業変更許可

申請書に基づいた

記載としているた

め，新たな論点が

生じるものではな

い。 

 

441



発電炉－再処理施設 記載比較 
【Ⅳ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(30／269) 

 

別紙４－３ 

 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
 

 

 • 設備と重要度分類

の関係性を示す表

の構成としては，

発電炉と同等とな

っており，記載内

容は事業変更許可

申請書に基づいた

記載としているた

め，新たな論点が

生じるものではな

い。 

 

442



発電炉－再処理施設 記載比較 
【Ⅳ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(31／269) 

 

別紙４－３ 

 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
 

 

 • 設備と重要度分類

の関係性を示す表

の構成としては，

発電炉と同等とな

っており，記載内

容は事業変更許可

申請書に基づいた

記載としているた

め，新たな論点が

生じるものではな

い。 

 

443



発電炉－再処理施設 記載比較 
【Ⅳ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(32／269) 

 

別紙４－３ 

 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
 

 

 • 設備と重要度分類

の関係性を示す表

の構成としては，

発電炉と同等とな

っており，記載内

容は事業変更許可

申請書に基づいた

記載としているた

め，新たな論点が

生じるものではな

い。 

 

444



発電炉－再処理施設 記載比較 
【Ⅳ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(33／269) 

 

別紙４－３ 

 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
 

 

 • 設備と重要度分類

の関係性を示す表

の構成としては，

発電炉と同等とな

っており，記載内

容は事業変更許可

申請書に基づいた

記載としているた

め，新たな論点が

生じるものではな

い。 

 

445



発電炉－再処理施設 記載比較 
【Ⅳ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(34／269) 

 

別紙４－３ 

 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
 

 

 • 設備と重要度分類

の関係性を示す表

の構成としては，

発電炉と同等とな

っており，記載内

容は事業変更許可

申請書に基づいた

記載としているた

め，新たな論点が

生じるものではな

い。 

 

446



発電炉－再処理施設 記載比較 
【Ⅳ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(35／269) 

 

別紙４－３ 

 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
 

 

 • 設備と重要度分類

の関係性を示す表

の構成としては，

発電炉と同等とな

っており，記載内

容は事業変更許可

申請書に基づいた

記載としているた

め，新たな論点が

生じるものではな

い。 

 

447



発電炉－再処理施設 記載比較 
【Ⅳ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(36／269) 

 

別紙４－３ 

 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
 

 

 • 設備と重要度分類

の関係性を示す表

の構成としては，

発電炉と同等とな

っており，記載内

容は事業変更許可

申請書に基づいた

記載としているた

め，新たな論点が

生じるものではな

い。 

 

 

448



発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(37／269) 

別紙４－３ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
 

  

 

 

 

449



発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(38／269) 

別紙４－３ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
 

  

 

 

450



発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(39／269) 

別紙４－３ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
 

  

 

 

451



発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(40／269) 

別紙４－３ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
 

 

 

 

452



発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(41／269) 

別紙４－３ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
 

 

 

 

453



発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(42／269) 

別紙４－３ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
 

 

 

 

454



発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(43／269) 

別紙４－３ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
 

 

 

 

455



発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(44／269) 

別紙４－３ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
 

 

 

 

456



発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(45／269) 

別紙４－３ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
 

 

 

 

457



発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(46／269) 

別紙４－３ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
 

 

 

 

458



発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(47／269) 

別紙４－３ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
 

 

 

 

459



発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(48／269) 

別紙４－３ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
 

 

 

 

460



発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(49／269) 

別紙４－３ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
 

 

 

 

461



発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(50／269) 

別紙４－３ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
 

 

 

 

462



発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(51／269) 

別紙４－３ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
 

 

  

463



発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(52／269) 

別紙４－３ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
 

 

  

464



発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(53／269) 

別紙４－３ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
 

 

  

465



発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(54／269) 

別紙４－３ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
 

 

  

466



発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(55／269) 

別紙４－３ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
 

 

  

467



発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(56／269) 

別紙４－３ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
 

 

  

468



発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(57／269) 

別紙４－３ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
 

 

  

469



発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(58／269) 

別紙４－３ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
 

 

  

470



発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(59／269) 

別紙４－３ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
 

 

  

471



発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(60／269) 

別紙４－３ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
 

 

  

472



発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(61／269) 

別紙４－３ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
 

 

  

473



発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(62／269) 

別紙４－３ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
 

 

  

474



発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(63／269) 

別紙４－３ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
 

 

  

475



発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(64／269) 

別紙４－３ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
 

 

  

476



発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(65／269) 

別紙４－３ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
 

 

  

477



発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(66／269) 

別紙４－３ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
 

 

  

478



発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(67／269) 

別紙４－３ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
 

 

  

479



発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(68／269) 

別紙４－３ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
 

 

  

480



発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(69／269) 

別紙４－３ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
 

 

  

481



発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(70／269) 

別紙４－３ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
 

 

  

482



発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(71／269) 

別紙４－３ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
 

 

  

483



発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(72／269) 

別紙４－３ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
 

 

  

484



発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(73／269) 

別紙４－３ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
 

 

  

485



発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(74／269) 

別紙４－３ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
 

 

  

486



発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(75／269) 

別紙４－３ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
 

 

  

487



発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(76／269) 

別紙４－３ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
 

 

  

488



発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(77／269) 

別紙４－３ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
 

 

  

489



発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(78／269) 

別紙４－３ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
 

 

  

490



発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(79／269) 

別紙４－３ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
 

 

  

491



発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(80／269) 

別紙４－３ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
 

 

  

492



発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(81／269) 

別紙４－３ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
 

 

  

493



発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(82／269) 

別紙４－３ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
 

 

  

494



発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(83／269) 

別紙４－３ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
 

 

  

495



発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(84／269) 

別紙４－３ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
 

 

  

496



発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(85／269) 

別紙４－３ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
 

 

  

497



発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(86／269) 

別紙４－３ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
 

 

  

498



発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(87／269) 

別紙４－３ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
 

 

  

499



発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(88／269) 

別紙４－３ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
 

 

  

500



発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(89／269) 

別紙４－３ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
 

 

  

501



発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(90／269) 

別紙４－３ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
 

 

  

502



発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(91／269) 

別紙４－３ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
 

 

  

503



発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(92／269) 

別紙４－３ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
 

 

  

504



発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(93／269) 

別紙４－３ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
 

 

  

505



発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(94／269) 

別紙４－３ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
 

 

  

506



発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(95／269) 

別紙４－３ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
 

 

  

507



発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(96／269) 

別紙４－３ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
 

 

  

508



発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(97／269) 

別紙４－３ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
 

 

  

509



発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(98／269) 

別紙４－３ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(99／269) 

別紙４－３ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(100／269) 

別紙４－３ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(101／269) 

別紙４－３ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(102／269) 

別紙４－３ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
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